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地域密着型サービスに係る条例について 

佐賀県内の 7保険者では、地域密着型サービスの基準等を定める条例制定に向けて、基本

的には 7保険者が同内容の条例を定める方向で協議を行いました。 

条例の制定には議会の議決が必要で、鳥栖地区広域市町村圏組合では、平成 25年 2月 28

日に議決されました。 

鳥栖地区広域市町村圏組合指定地域密着型サービス事業者の指定の条件に関する基準等を

定める条例（平成 25 年 2月 28日条例第 1号） 

 

地域密着型サービスとは 
 地域密着型サービスとは、要介護や要支援状態となっても可能な限り住み慣れた自宅や

地域での生活を継続できるようにするためのサービス体系として平成 18年 4月に創設され

ました。住み慣れた自宅や地域での生活の継続を目的としているため、原則として当該地域

密着型サービス事業所が所在する市町村の住民（被保険者）のみが利用できるサービスで、

市町村が指定・指導監督の権限を持ちます。 

なお、鳥栖地区広域市町村圏組合の被保険者で要支援・要介護の認定を受けた方は、鳥栖

地区広域市町村圏組合内の市・町にある地域密着型サービスの利用が可能です。 

 

Ⅰ．人員、設備及び運営に関する基準について 

基本方針【基準第 89条、予防第 69条】 

指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業は、

要介護者及び要支援 2の者（以下、「要介護者等」という。）であって認知症の状態にあるも

の（当該認知症に伴って著しい精神症状を呈する者及び当該認知症に伴って著しい行動異

常がある者並びにその者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。）につい

て、共同生活住居において家庭的な環境と地域住民との交流の下、住み慣れた環境での生活

を継続しながら、入浴、排せつ、食事等の介護・支援、その他の日常生活上の世話及び機能

訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるようにするものである。また、事業所の立地条件は、家族との交流の機会の確保や地域

住民との交流を図る観点から、住宅地の中にあること又は住宅地と同程度に家族や地域住

民との交流の機会が確保されている地域の中にあるようにしなければならない。 

 

人員に関する基準 

従業者の員数【介護第 90条、予防第 70条】 

従業者の員数 

⑴ 事業者が事業所ごとに置くべき介護従業者の員数は、当該事業所を構成する共同生活

住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護の提

供に当たる介護従業者を常勤換算方法で、当該共同生活住居の利用者の数が 3 又はその

端数を増すごとに 1以上（3：1）とする。介護従業者については、利用者が認知症を有す

る者であることから認知症の介護等に対する知識、経験を有する者であることを原則と

する。また、夜間及び深夜の時間帯は、それぞれの事業所毎に、利用者の生活サイクルに

応じて、1日の活動の終了時刻から開始時刻までを基本として設定するものとし、これに

対応して夜間及び深夜の時間帯以外のサービス提供に必要な介護従業者及び夜間及び深

夜の勤務を行わせるために必要な介護従業者を確保しなければならない。 

※ 例えば、利用者を 8人とし、常勤の勤務時間を 1日 8時間とし、午後 9時から午前 6時

までを夜間及び深夜の時間帯とした場合、午前 6 時から午後 9 時までの 15 時間の間に 8

時間×3 人＝延べ 24 時間分のサービスが提供され、かつ当該時間帯においては、常に介



- 6 - 

護従業者が 1人以上確保されていることが必要となる。 

⑵ 夜間及び深夜の時間帯を通じて 1 以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務（宿直勤務

を除く）を行わせるために必要な数以上としなければならない。ただし、当該事業所の有

する共同生活住居の数が 3 である場合において、当該共同生活住居がすべて同一の階に

おいて隣接し、介護従業者が円滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行うことが可

能な構造である場合であって、当該事業者による安全対策が講じられ、利用者の安全性が

確保されていると認められている場合に限り、夜勤職員を 2名以上とすることができる。

なお、事業所の判断により、人員配置基準を満たす 2名以上の夜勤職員を配置した上で、

さらに他の職員を配置する場合については、宿直体制で配置することも可能である。 

※ 認知症対応型共同生活介護事業所と小規模多機能型居宅介護事業所が併設され、以下

のすべての要件を満たすほか、入居者の処遇に支障がないと認められる場合に限り、夜

勤者の職務を兼ねることができる。 

① 認知症対応型共同生活介護事業所の定員と小規模多機能型居宅介護事業所の泊まり

の定員の合計が 9人以内であること。 

② 認知症対応型共同生活介護事業所と小規模多機能型居宅介護事業所が同一階に隣接

しており一体的な運用が可能な構造であること。 

⑶ 利用者の数は前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受けた場合は、適正な推

定数により算定してなければならない。 

⑷ 介護従業者のうち 1以上の者は常勤でなければならない。 

⑸ 事業者は、指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに保健医療サービス又は福祉サ

ービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって認知症対応型共

同生活介護計画及び介護予防認知症対応型共同生活介護計画（以下、「認知症対応型共同

生活介護計画」という。）の作成を担当させるのに適当と認められるものを専らその職務

に従事する計画作成担当者としなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場

合は当該指定認知症対応型共同生活介護事業所における他の職務に従事することができ

るものとする。 

⑹ ⑸の計画作成担当者は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者としなけれ

ばならない。別に厚生労働大臣が定める研修は、都道府県及び指定都市が実施する「認知

症介護実践者研修」とする。なお、この研修は、従来から計画作成担当者に修了を義務づ

けているものであり、既にこれに準ずる研修を修了している者に新たな受講を義務づけ

るものではない。 

⑺ 事業者は、計画作成担当者に必要とされる研修に加え、更に専門性を高めるための研修

を受講するように努めるものとする。 

⑻ 事業者は、指定を受ける際（指定を受けた後に計画作成担当者の変更の届出を行う場合

を含む。）に計画作成担当者について、⑹の研修を修了している者としなければならない。 

⑼ 事業者は、⑸の計画作成担当者のうち 1以上の者は、介護支援専門員をもって充てなけ

ればならない。ただし、併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員との連携を図ることにより当該指定認知症対

応型共同生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者

の処遇に支障がないときは、これを置かないことができるものとする。（計画作成担当者

を 1 を超えて配置する事業所にあっては、計画作成担当者のうち少なくとも 1 人は介護

支援専門員をもって充てなければならない）また、認知症対応型共同生活介護計画の作成

を担当する介護支援専門員は、介護支援専門員でない他の計画作成担当者（特別養護老人

ホームの生活相談員や介護老人保健施設の支援相談員、その他の認知症である者の介護

サービスに係る計画作成に関し実務経験を有すると認められる者）の業務を監督するも
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のとする。 

⑽ サテライト事業所においては、介護支援専門員である計画作成担当者を配置せず、実践

者研修又は基礎課程を修了した者を計画作成担当者として配置することができることと

されている。この研修等修了者はサテライト事業所の利用者に係る認知症対応型共同生

活介護計画の作成に従事するものである。 

⑾ 計画作成担当者は入居者の日々の状態を確認しながら計画作成を行うのが望ましい。

なお、非常勤でよいとなっている。この場合、例外的にいくつかの事業所又は他の支援事

業等他のサービスを兼務ではなく非常勤で掛け持ちすることが可能（サービス内容及び

事業所の実態によってはできない場合もある）になるが、あくまで兼務と区別をするため

に各事業所ごとに非常勤での雇用契約（同一法人の場合は辞令等の交付により）を結び、

勤務する時間帯を明確に区分し勤務の実態を明らかにすること。また、計画作成について

は、利用者の心身の状態、希望及びその置かれている環境を踏まえ、他の介護従業者と協

議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容等を記載して作成

しなければならない。よって、計画作成担当者がいくつかの事業所等を掛け持ちする場

合、例えば事業所の他の職員が計画を作成し、それを確認、検査するだけでは単なる名前

貸しになってしまうので、利用者の日常の変化等前記に掲げた内容を十分把握するだけ

の勤務時間を確保し、責任を持って計画の作成、説明、同意、交付を行わなければならな

い。なお、この点は、運営指導等の折に確認し、できていない場合には厳しく指導を行う。 

※ 計画作成担当者が必要な研修を修了していない場合は減算の対象となるが、職員の突

然の離職等により研修修了要件を満たさなくなった場合（前もってわかっていた場合は

該当しない）は、佐賀県における研修の開催状況を踏まえ、職員の離職等の後、速やかに

新たな計画作成担当者を配置し、かつ直近の研修を受講させる旨の誓約書（様式は任意）

を提出し認知症研修を修了することが確実に見込まれる場合は、当該研修を修了するま

での間は減算対象としない。 

 

サテライト型認知症対応型共同生活介護事業所の実施要件 

イ サテライト型認知症対応型共同生活介護事業所に係る指定認知症対応型共同生活介護

事業者は、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について 3年

以上の経験を有するものである必要があるが、この場合、指定認知症対応型共同生活介護

以外の事業の経験について当該経験に算入できることに留意すること。また、「3 年以上

の経験」については、当該指定日において満たしている必要があり、休止等、事業を運営

していない期間は除いて計算すること。 

ロ サテライト事業所は、本体事業所（指定認知症対応型共同生活介護事業所であって、当

該事業所に対する支援機能を有する事業所をいう。）を有する必要があるが、ここでいう

「支援機能を有する事業所」については、当該本体事業所が次のいずれかに該当すること

を指すものであること。 

 a 事業開始以降 1 年以上本体事業所としての実績を有すること。 

 b 当該本体事業所の共同生活住居の利用者の合計数が、当該本体事業所の共同生活住居 

において定められた入居定員の合計数の 100分の 70を超えたことがあること。 

ハ サテライト事業所は、本体事業所との密接な連携を確保しつつ、運営するものであるた

め、次に掲げる要件をいずれも満たす必要があること。したがって、本体事業所に対する

サテライト事業所の共同生活住居の数及び設置可能な箇所数は、表のとおりとなる。 

a 本体事業所とサテライト事業所の距離は、自動車等による移動に要する時間が概ね 20        

分以内の近距離であること。 

 b サテライト事業所の共同生活住居の合計数が、本体事業所の共同生活住居の数を上回
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らないこと。 

 c 本体事業所とサテライト事業所の共同生活住居の数の合計は、最大で 4までとするこ

と。 

【本体事業所の共同生活住居とサテライト事業所の共同生活住居の数及び箇所数の関係】 

本体事業所 サテライト事業所 

共同生活住居数 共同生活住居数 
1の本体事業所に対して設置可能

なサテライト事業所の箇所数 

１ １ １ 

２ 
１ ２ 

２ １ 

３ １ １ 

 

ニ 本体事業所は、当該サテライト事業所へ駆けつけることができる体制や適切な指示が

できる連絡体制などを確保するほか、当該本体事業所とサテライト事業所の管理者が同

一である場合には、当該本体事業所と当該サテライト事業所との間において、次に掲げ

る要件をいずれも満たす必要があること。 

a 利用申込みに係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体的

に行われること。 

 b 職員の勤務体制、職務内容等が一元的に管理されること。また、必要な場合に随時、

本体事業所や他のサテライト事業所との相互支援が行える体制（例えば、サテライト事

業所の従業者が急病等でサービスの提供ができなくなった場合は、本体事業所から急遽

代替要員を派遣できるような体制）にあること。 

 c 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制があること。 

d 事業の目的や運営方針等について同一の運営規程が定められていること。 

 e 人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われていること。 

ホ 本体事業所とサテライト事業所は、同一の日常生活圏域内に所在することが望ましい

が、隣接する市町村における指定認知症対応型共同生活介護事業所とすることも差し支

えないものである。 

へ なお、サテライト事業所の指定に当たっては、他の地域密着型サービスの指定の場合と

同様、あらかじめ市町村に設置される地域密着型サービス運営委員会等の意見を聴き、

必要があると認められる場合は、指定の際に条件を付す等により、事業の適正な運営に

あたっての措置を講ずる。 

 

介護保険Ｑ＆Ａ（令和 3年 3月 29日） 

（問 20）サテライト事業所を本体事業所と同一の建物に又は同一敷地に別棟で設置するこ

とはできるか。 

（答）サテライト事業所は、地域の実情に応じて、利用者にとってより身近な地域で認知

症対応型共同生活介護のサービス提供が可能になるよう設置すべきものであり、同一の建

物又は同一敷地に別棟で設置することは認められない。 

 

介護保険Ｑ＆Ａ（令和 3年 3月 29日） 

（問 21）A県（市）所在の認知症グループホームを本体事業所として、A県（市）の隣に

ある B県（市）にサテライト事業所を設置することは可能か。なお、本体事業所とサテラ

イト事業所は、通常の交通手段を利用して 20分以内で移動できる範囲内にある。 

（答）お問い合わせのケースの場合、本体事業所と密接な連携を確保しつつ、サテライト
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事業所の運営を行うのであれば、所在県（市）が異なる場合もサテライト事業所として差

し支えない。 

 

介護保険Ｑ＆Ａ（令和 3年 3月 29日） 

（問 22）認知症グループホームはユニット数別の報酬設定となっているところ、サテライ

ト事業所がある場合のユニット数とは何を指すか。 

（答）本体事業所とサテライト事業所それぞれのユニット数を指す。例えば、本体事業所

のユニット数が 2、サテライト事業所のユニット数が 1である場合、本体事業所では認知

症対応型共同生活介護費（Ⅱ）（共同生活住居の数が 2以上である場合）を算定し、サテ

ライト事業所では認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ）（共同生活住居の数が 1である場

合）を算定する。なお、地域区分については、本体事業所とサテライト事業所の区分が異

なる場合、それぞれの所在地における区分を適用する。 

 

管理者【介護第 91条、予防第 71条】 

⑴ 事業者は共同生活住居ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければな

らない。ただし、共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務

（介護従業者、計画作成担当者）に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若

しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所の職務に従事することができるものとする。 

※ １の事業所に複数の共同生活住居を設ける場合、それぞれの共同生活住居の管理上支

障がない場合は、同一事業所の他の共同生活住居との兼務もできるものとする。 

⑵ ⑴にかかわらず、共同生活住居の管理上支障がない場合は、サテライト型指定認知症対

応型共同生活介護事業所における共同生活住居の管理者は、本体事業所における共同生

活住居の管理者をもって充てることができる。 

⑶ 共同生活住居の管理者は、適切なサービスの提供をするために必要な知識及び経験を

有し、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、

指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、3年以上認知

症である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修

を修了している者でなければならない。別に厚生労働大臣が定める研修は、都道府県及び

指定都市が実施する「認知症対応型サービス事業管理者研修」とする。 

⑶ 事業者は、指定を受ける際（指定を受けた後に管理者の変更の届出を行う場合を含む。）

に管理者について、⑵の研修を修了している者としなければならない。ただし、管理者の

変更の届出を行う場合については、管理者交代時の都道府県における研修の開催状況等

を踏まえ、新たに管理者を配置し、かつ、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申

込を行い、当該管理者が研修を修了することが確実に見込まれる場合は当該管理者が研

修を修了していない場合であっても差し支えない。 

 

代表者【介護第 92条、予防第 72条】 

事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、

介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等とし

て、認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉

サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有する者であって、別に厚生労働大臣

が定める研修を修了している者でなければならない。別に厚生労働大臣が定める研修は、都

道府県及び指定都市が実施する「認知症対応型サービス事業開設者研修」とする。 

※ 代表者とは、基本的には運営している法人の代表者であり、理事長や代表取締役が該当
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するが、法人が大規模であるなど、法人規模によって、理事長や代表取締役をその法人の

地域密着型サービス部門の代表として扱うのは合理的でないと判断される場合において

は、地域密着型サービスの事業部門の責任者等を代表として差し支えない。従って、事業

所の指定申請書に記載する代表者と異なることはあり得る。 

※ 代表者交代時に「認知症対応型サービス事業開設者研修」が開催されていないことによ

り、当該代表者が研修を修了していない場合、代表者交代の半年後又は次回の研修日程の

いずれか早い日までに研修を修了することで差し支えない。 

 

常勤とは 

当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤

務すべき時間数（週 32時間を下回る場合は週 32時間を基本とする。）に達していることを

いうものである。 

ただし、母性健康管理措置又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講

じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場

合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30時間として取り扱うことを可能と

する。 

また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事者が労働基準法第65条に規

定する休業、母性健康管理措置、育児・介護休業法第2条第一号に規定する育児休業、同条

第二号に規定する介護休業、同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同

法第24条第1項（第二号に係る部分に限る。）の規定により同項第二号に規定する育児休業に

関する制度に準じて講ずる措置による休業を取得中の期間において、当該人員基準におい

て求められる資質を有する複数の非常勤の従事者を常勤の従業者の員数に換算することに

より、人員基準を満たすことが可能であることとする。 

 

常勤換算方法による職員数の算定方法について 

暦月ごとの職員の勤務延時間数を当該事業所又は施設において常勤の職員が勤務すべき時

間（32時間を下回る場合は 32時間を基本とする。）で除することによって算定するものと

し、小数点第 2位以下を切り捨てるものとする。 

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第 13条第 1項に規

定する措置又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第

23条第 1項、同条第 3項又は同法第 24条に規定する所定労働時間の短縮等の措置が講じら

れている場合、30時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤

務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可能とする。 

 

事業者に対する労働法規の遵守の徹底【平成 24年 4月 1日の介護保険法改正について】 

介護人材の確保を図るためには、事業者による労働環境整備の取組を推進することが重

要だが、介護事業を含む社会福祉関係の事業は、全産業と比較して労働基準法等の違反の割

合が高い。事業者による労働環境整備の取組を推進するため、新たに労働基準法等に違反し

て罰金刑を受けている者等について指定拒否等を行うこととする。 
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設備に関する基準【介護第 93条、予防第 73条】 

⑴ 事業所は、共同生活住居を有するものとし、その数は 1以上 3以下（サテライト型指定

認知症対応型共同生活介護事業所にあっては、１又は 2）とする。 

⑵ 共同生活住居は、その入居定員を 5人以上 9人以下とし、居室、居間、食堂、台所、浴

室、消火設備、その他の非常災害に際して必要な設備、その他利用者が日常生活を営む上

で必要な設備を設けるものとする。 

※ 1の事業所に複数の共同生活住居を設ける場合であっても、居間、食堂及び台所等につ

いては、それぞれ共同生活住居ごとの専用の設備としなくてはならない。また、併設の事

業所において行われる他のサービスの利用者がこれらの設備を共用することも原則とし

て不可とする。ただし、指定認知症対応型共同生活介護を地域に開かれたものとするため

に有効であると考えられる共用型指定認知症対応型通所介護を指定認知症対応型共同生

活介護事業所の居間又は食堂において行うことは可能であるが、その場合にあっても家

庭的な雰囲気を維持する観点から、共用型指定認知症対応型通所介護の利用者は、共同生

活住居ごとに同一の時間帯において 3 人を上限とし、当該指定認知症対応型共同生活介

護事業所の利用者の生活に支障のない範囲で居間又は食堂を利用することが必要であ

る。 

⑶ 1の居室の定員は 1人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合（夫婦、

兄弟等縁故者）は 2人とすることができる。 

⑷ 1の居室の床面積は、7.43平方メートル以上としなければならない。 

※ 1の居室の床面積は、7.43平方メートル（和室であれば 4.5畳）以上とされているが、

生活の場であることを基本に、収納設備は別途確保するなど利用者の私物等も置くこと

ができる充分な広さを有するものとする。また、居室とは廊下、居間等につながる出入り

口があり、他の居室と明確に区分されているものをいい、単にカーテンや簡易なパネル等

で室内を区分しただけと認められるものは含まれない。ただし、一般の住宅を改修してい

る場合など、建物の構造上、各居室間がふすま等で仕切られている場合はこの限りではな

い。さらに、居室を 2人部屋とすることができる場合とは、例えば、夫婦で居室を利用す

る場合などであって、事業者の都合により一方的に 2人部屋とすべきではない。なお、2

人部屋については特に居室面積の最低基準は示していないが、前記と同様に十分な広さ

を確保しなければならないものとする。 

⑸ 居間及び食堂は同一の場所とすることができる。 

※ 居間及び食堂は同一の室内とする場合であっても、居間、食堂のそれぞれの機能が独立

していることが望ましい。また、その広さについても原則として利用者及び介護従業者が

一堂に会するのに充分な広さを確保するものとする。 

⑹ 事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住

宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域に

あるようにしなければならない。 

 

運営に関する基準 

内容及び手続の説明及び同意 

【介護第 3条の 7（準用第 108条）、予防第 11条（準用第 85条）】 

⑴ 事業者は、サービスの提供の開始に際しあらかじめ利用申込者又はその家族に対し、重

要事項に関する規程の概要、介護従業者の勤務の体制、事故発生時の対応、苦情処理の体

制、提供する第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価

機関の名称、評価結果の開示状況）、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認

められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申
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込者の同意を得なければならない。なお、当該同意については、利用者及び事業者双方の

保護の立場から書面によって確認することが望ましい。 

⑵ 文書は、分かりやすいものとする。 

 

提供拒否の禁止【介護第 3条の 8（準用第 108条）、予防第 12条（準用第 85条）】 

事業者は、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない。特に、要介護度等や所得

の多寡を理由にサービスの提供を拒否してはならない。提供を拒むことができる正当な理

由がある場合とは、⑴当該事業所の現員からは利用申し込みに応じきれない場合、⑵利用申

込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、⑶その他利用申込者に

対し自ら適切なサービスを提供することが困難な場合である。 

 

受給資格等の確認【介護第 3条の 10（準用第 108条）、予防第 14条（準用第 85条）】 

⑴ 事業者はサービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって

被保険者資格、要介護認定等の有無、要介護認定等の有効期間及び鳥栖地区広域市町村圏

組合域内の利用者であるかを確かめなければならない。また、利用申込者が鳥栖地区広域

市町村圏組合域外の場合には基本的にはサービス利用はできないので、速やかに保険者

に対し相談を行うこと。 

⑵ 事業者は、被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見

に配慮してサービスを提供するように努めなければならない。 

 

要介護認定の申請に係る援助 

【介護第 3条の 11（準用第 108条）、予防第 15条（準用第 85条）】 

⑴ 事業者はサービスの提供の開始に際し、要介護認定等を受けていない利用申込者につ

いては要介護認定等の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない

場合は要介護認定等の申請がなされていれば要介護認定等の効力が申請時に遡ることに

より、指定認知症対応型共同生活介護の利用に係る費用が保険給付の対象となり得るこ

とを踏まえ、当該利用申込者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な

援助を行わなければならない。 

⑵ 事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われて

いない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定等の更新の申請が遅くとも当

該利用者が受けている要介護認定等の有効期間が終了する 30日前にはなされるよう必要

な援助を行わなければならない。 

 

入退居【介護第 94条、予防第 74条】 

⑴ 認知症対応型共同生活介護は、要介護者等であって認知症の状態にあるもののうち少

人数による共同生活を営むことに支障がない者に提供するものとする。 

⑵ 事業者は入居申込者の入居に際しては主治の医師の診断書等により当該入居申込者が

認知症の状態にある者であることの確認をしなければならない。 

⑶ 事業者は入居申込者が入院治療を要する者であること等、入居申込者に対し自ら必要

なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な他の指定認知症対応型

共同生活介護事業者、介護保険施設、病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やか

に講じなければならない。 

⑷ 事業者は入居申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に

努めなければならない。また、入居申込者が家族による入居契約締結の代理や援助が必要

であると認められながらこれが期待できない場合については、市町村とも連携し成年後
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見制度や権利擁護に関する事業等の活用を可能な限り図ること。 

⑸ 事業者は利用者の退居の際、利用者及び家族の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境

や介護の継続性に配慮し退居に必要な援助を行わなければならない。     

⑹ 事業者は利用者の退居に際しては、利用者又はその家族に対し適切な指導を行うとと

もに居宅介護支援事業者等への情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提

供する者との密接な連携に努めなければならない。 

※ 居宅サービス等基準において、居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者等

に対して計画の提出を求めるよう義務づけられたことから、認知症対応型共同生活介護

の短期利用を提供する場合、居宅介護支援事業所が作成した居宅サービス計画に基づき

サービスを提供するが、当該居宅介護支援事業者から認知症対応型共同生活介護計画の

提供の求めがあった際には、計画を提出すること。 

 

サービス提供の記録【介護第 95条、予防第 75条】 

⑴ 事業者は指定認知症対応型共同生活介護の提供を受けている者が、居宅療養管理指導

以外の居宅サービス及び施設サービスについて保険給付を受けることができないことを

踏まえ、当該利用者が指定認知症対応型共同生活介護の提供を受けていることについて、

他の居宅サービス事業者等が確認できるよう入居に際しては入居の年月日及び入居して

いる共同生活住居の名称を、退居に際しては退居の年月日を、利用者の被保険者証に記載

しなければならない。 

⑵ 事業者は､サービスを提供した際には提供した具体的なサービスの内容等を記録しな

ければならない。なお、当該記録は完結の日から 2年間保存しなければならない。 

 

利用料等の受領【介護第 96条、予防第 76条】 

⑴ 事業者は法定代理受領サービスに該当するサービスを提供した際には、その利用者か

ら利用料の一部として当該認知症対応型共同生活介護に係る居宅介護サービス費用基準

額から当該事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受け

なければならない。 

⑵ 事業者は法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した際に、その利用者か

ら支払を受ける利用料の額と指定認知症対応型共同生活介護に係る居宅介護サービス費

用基準額との間に不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

⑶ 事業者は、上記(1)、(2)の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者

から受けることができる。 

① 食材料費 ② 理美容代 ③ おむつ代 

④ ①から③に掲げるもののほか、指定認知症対応型共同生活介護において提供される便

宜のうち日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負

担させることが適当と認められるもの。なお、④の費用については、以下の点に注意する

こと。 

※ 保険給付の対象となるサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の支

払いを受けることは認められない。 

※ 支払いを受ける費用については、算定根拠等を明確にしておく必要がある。 

※ 対象となる便宜を行うための実費相当額の範囲内で行う。 

⑷ 事業者は上記⑶の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又

はその家族に対し当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得

なければならない。 
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通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて（抄） 

(平成 12年 3月 30日 老企第 54号) 

1 「その他の日常生活費」の趣旨 

「その他の日常生活費」は、利用者、入所者又は入院患者(以下「利用者等」という。)

又はその家族等の自由な選択に基づき、事業者又は施設が通所介護等の提供の一環とし

て提供する日常生活上の便宜に係る経費がこれに該当する。 

なお、事業者又は施設により行われる便宜の供与であってもサービスの提供と関係の

ないもの(利用者等の嗜好品の購入等)については、その費用は「その他の日常生活費」と

は区別されるべきものである。 

2 「その他の日常生活費」の受領に係る基準 

「その他の日常生活費」の趣旨にかんがみ、事業者又は施設が利用者等から「その他の

日常生活費」の徴収を行うに当たっては、以下に掲げる基準が遵守されなければならない

ものとする。 

⑴ 「その他の日常生活費」の対象となる便宜と保険給付の対象となっているサービスとの

間に重複関係がないこと。 

⑵ 保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費

用の受領は認められないこと。したがって、お世話料、管理協力費、共益費、施設利用補

償金といったあいまいな名目の費用の徴収は認められず、費用の内訳が明らかにされる

必要があること。 

⑶ 「その他の日常生活費」の対象となる便宜は、利用者等又はその家族等の自由な選択に

基づいて行われるものでなければならず、事業者又は施設は「その他の日常生活費」の受

領について利用者等又はその家族等に事前に十分な説明を行い、その同意を得なければ

ならないこと。 

⑷ 「その他の日常生活費」の受領は、その対象となる便宜を行うための実費相当額の範囲

内で行われるべきものであること。 

⑸ 「その他の日常生活費」の対象となる便宜及びその額は、当該事業者又は施設の運営規

程において定められなければならず、また、サービスの選択に資すると認められる重要事

項として、施設の見やすい場所に掲示されなければならないこと。ただし、「その他の日

常生活費」の額については、その都度変動する性質のものである場合には、「実費」とい

う形の定め方が許されるものであること。 

 

各サービス種類ごとの「その他の日常生活費」の具体的な範囲について 

⑴～⑸中略 

⑹ 認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 

(地域密着基準第 96条第 3項第 4号関係及び第 76条第 3項第 4号関係) 

① 利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを事業者が提供する

場合に係る費用 

⑺ 留意事項 

① ⑴から⑹の①に掲げる「身の回り品として日常生活に必要なもの」とは、一般的に要介

護者等の日常生活に最低限必要と考えられる物品(例えば、歯ブラシや化粧品等の個人用

の日用品等)であって、利用者等の希望を確認した上で提供されるものをいう。したがっ

て、こうした物品を事業者又は施設がすべての利用者に対して一律に提供し、すべての利

用者からその費用を画一的に徴収することは認められないものである。 

 

その他の日常生活費に係るＱ＆Ａ 
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（平成 12年 3月 31日厚生省老人保健福祉局介護保険制度施行準備室事務連絡） 

（問）個人用の日用品について、「一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられ

るもの」とは、どういったものが想定されるのか。 

（答）歯ブラシ、化粧品、シャンプー、タオル等の日用品であって、利用者に一律に提供さ

れるものではなく、利用者個人又はその家族等の選択により利用されるものとして、事業者

（又は施設）が提供するもの等が想定される。 

 

（問）個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えら

れるものに限られることとされているが、それ以外の個人の嗜好に基づくいわゆる「贅沢

品」については費用の徴収ができないのか。 

（答）サービス提供とは関係のない費用として徴収は可能である。 

 

（問）個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えられるも

のであれば、例えば病院の売店で利用者が購入する場合であってもその費用は「その他の

日常生活費」に該当するのか。 

（答）このような場合は、「サービス提供の一環として提供される便宜」とは言い難いので、

「その他の日常生活費」に該当しない。 

 

（問）個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えられるも

のであれば、ある利用者の個別の希望に応じて事業者等が当該利用者の代わりにある日用

品を購入し、その購入代金を利用者に請求する場合も「その他の日常生活費」に該当するの

か。 

（答）個人のために単に立替払いをするような場合は、事業者等として提供する便宜とはい

えず、その費用は「その他の日常生活費」に該当しないため、サービス提供とは関係のない

費用として徴収を行うこととなる。 

 

（問）個人専用の家電製品の電気代は、利用者から徴収できないのか。 

（答）サービス提供とは関係のない費用として徴収は可能である。 

 

（問）施設にコインランドリーがある場合、その料金についても「私物の洗濯代」として

「その他の日常生活費」に該当するのか。 

（答）このような場合は施設が洗濯サービスを提供しているわけではないので、その他の日

常生活費には該当しない。 

 

（問）個人の希望に応じて事業者等が代わって購入する新聞、雑誌等の代金は、教養娯楽に

係る「その他の日常生活費」に該当するか。 

（答）全くの個別の希望に応える場合は事業者等として提供する便宜とは言えず、その費用

は「その他の日常生活費」に該当せず、サービス提供とは関係のない費用として徴収を行う

こととなる。 

 

（問）事業者等が実施するクラブ活動や行事における材料費等は、「その他の日常生活費」

に該当するか。 

（答）事業者等がサービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事のうち、一般的に

想定されるもの（例えば、作業療法等機能訓練の一環として行われるクラブ活動や入所者等

が全員参加する定例行事）における材料費等は保険給付の対象に含まれることから別途徴

収することはできないが、サービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事のため
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に調達し、提供する材料であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの（例え

ば、習字、お花、絵画、刺繍等のクラブ活動等の材料費）に係る費用は、教養娯楽に要する

費用として「その他の日常生活費」に該当する。なお、事業者等が実施するクラブ活動や行

事であっても、一般的に想定されるサービスの提供の範囲を超えるもの（例えば、利用者の

趣味的活動に関し事業者等が提供する材料等や希望者を募り実施する旅行等）に係る費用

については、サービス提供とは関係のない費用として徴収を行うこととなる。 

 

家賃 いわゆる「ホテルコスト」の取扱い 

介護保険Ｑ＆Ａ（平成 12年 3月 31日） 

（問Ⅰ⑴⑦1）家賃等の取扱 

（答）認知症対応型共同生活介護の報酬には、いわゆる「ホテルコスト」は含まれていない

（利用者の自宅扱いである）ため、一般に借家の賃貸借契約として必要となる費用は利用者

の負担とすることができる。したがって家賃のほか、敷金・礼金、共益費といった名目のも

のも含まれる。なお、これらの費用については、認知症対応型共同生活介護のサービスとし

て提供されるものにかかる費用ではないことから「その他の日常生活費」とは区別されるべ

きものではあるが、こうした費用についても利用料等の受領と同様、予め利用者又はその家

族に対し当該費用について説明を行い、利用者等の同意を得ることが必要である。 

 

介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労

働省関係省令の整備等に関する省令の公布について（平成 24年 1月 30日老発第 0130第 2

号） 

第 3 老人福祉法施行規則の一部改正 

二 家賃等の前払金の返還方法(第 1条の 13の 2及び第 21条関係) 

1 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者又は有料老人ホームの設置者が前払金を

受領する場合において、入居の日から次に掲げる一定期間を経過する日までの間に、契

約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合に、前払金の額から 2に掲げる算

定方法により算定される額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならない

とすること。 

⑴ 入居者の入居後、3月が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡によ

り終了した場合にあっては、3月。 

⑵ 入居者の入居後、前払金の算定の基礎として想定した入居者が入居する期間が経過す

るまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合((1)の場合を除

く。)にあっては、当該期間。 

2 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者又は有料老人ホームの設置者が前払金を

受領する場合において、前払金の額から次に掲げる算定方法により算定される額を控除

した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならないとすること。 

⑴ 入居者の入居後、3月が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡によ

り終了した場合にあっては、家賃等の月額を 30で除した額に、入居の日から起算して

契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日までの日数を乗ずる方法 

⑵ 入居者の入居後、前払金の算定の基礎として想定した入居者が入居する期間が経過す

るまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合((1)の場合を除

く。)にあっては、契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日以降の期間に

つき日割計算により算出した家賃等の金額を、前払金の額から控除する方法 
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保険給付の請求のための証明書の交付 

【介護第 3条の 20（準用第 108条）、予防第 23条（準用第 85条）】 

事業者は法定代理受領サービスに該当しないサービスに係る利用料の支払を受けた場合

は、提供したサービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提

供証明書を利用者に対して交付しなければならない。 

 

指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針【介護第 97条、予防第 77、86条】 

⑴ 指定認知症対応型共同生活介護は利用者の認知症の症状の進行を緩和し安心して日常

生活を送ることができるよう利用者の心身の状況を踏まえ妥当適切に行われなければな

らない。 

⑵ 指定認知症対応型共同生活介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれ

の役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行われな

ければならない。 

⑶ 指定認知症対応型共同生活介護は、認知症対応型共同生活介護計画に基づき、漫然かつ

画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。 

⑷ 共同生活住居における介護従業者は、サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨と

し、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明

を行わなければならない。 

⑸ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当

たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得な

い場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

⑹ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態

様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等を記録しなけ

ればならない。 

★⑺ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲

げる措置を講じなければならない。 

① 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等活用して

行うことができるものとする。）を 3月に 1回以上開催するとともに、その結果につい

て介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。 

② 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

③ 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的（年

2回以上）に実施すること。 

 

※身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（第 7項第 1号） 

身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会とは、身体的拘束等の適正化の

ための対策を検討する委員会であり、委員会の構成メンバーは、事業所の管理者及び従

業者より構成する場合のほか、これらの職員に加えて、第三者や専門家を活用した構成

とすることが望ましく、その方策として、精神科専門医の活用等も考えられる。また、

運営推進会議と一体的に設置・運営することも差し支えない。 

指定認知症対応型共同生活介護事業者が、報告、改善のための方策を定め周知徹底す

る目的は、身体的拘束等の適正化について、事業所全体で情報共有し、今後の再発防止

につなげるためのものであり、決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留

意することが必要である。 

具体的には、次のようなことを想定している。 

イ 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。 
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ロ 介護従業者その他の従業者は、身体拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録

するとともに、イの様式に従い、身体的拘束等について報告すること。 

ハ 身体的拘束適正化検討委員会において、ロにより報告された事例を集計し、分析

すること。 

ニ 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生原因、結果等を取りまとめ、当該

事例の適正性と適正化策を検討すること。 

ホ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

へ 適正化を講じた後に、その効果について評価すること。 

 

※身体的拘束等の適正化のための指針（第 7項第 2号） 

  指定認知症対応型共同生活介護事業者が整備する身体的拘束等の適正化のための指

針には、次のような項目を盛り込むこととする。 

イ 事業所における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方 

ロ 身体的拘束適正化委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ハ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

ニ 事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針 

ホ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

ヘ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

ト その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

 

※身体的拘束等の適正化のための従業者に対する研修（第 7項第 3号） 

  介護従業者その他の従業者に対する身体的拘束等の適正化のための研修の内容とし

ては、身体的拘束等の適正化の基本的内容等の適切な知識を普及・啓発するととも

に、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者における指針に基づき、適正化の徹底

を行うものとする。 

 職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定認知症対応型共同生活介護

事業者が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育（年２回以上）を開

催するとともに、新規採用時には必ず身体的拘束等の適正化の研修を実施することが

重要である。 

   また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、職員

研修事業所内での研修で差し支えない。 

 

⑻ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、自らその提供する指定認知症対応型共同生

活介護の質の評価を行った上で、定期的に次に掲げるいずれかの評価を受けて、その評価

結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。 

 ㈠ 外部の者による評価（各都道府県が外部評価を適切に実施する能力があると認めて

選定した法人） 

 ㈡ 第 108条において準用する第 34条第 1項に規定する運営推進会議における評価 

 

身体拘束ゼロへの手引き（抜粋）平成 13年 3月厚労省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」 

介護保険指定基準において禁止の対象となる具体的な行為は、「身体的拘束その他入所

者（利用者）の行動を制限する行為である。具体的には次のような行為が挙げられる。 

⑴ 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 

⑵ 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 

⑶ 自分で降りられないように、ベッドを柵（サイドレール）で囲む。 
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⑷ 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。 

⑸ 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないよう

に、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。 

⑹ 車いすやいすからずり落ちたり、立ちあがったりしないように、Ｙ字型拘束帯や腰ベ

ルト、車いすテーブルをつける。 

⑺ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを防げるようないすを使用する。 

⑻ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる。 

⑼ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。 

⑽ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。 

⑾ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。 

 

介護保険基準上、「当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急や

むを得ない場合」には身体拘束が認められているが、これは、「切迫性」「非代替性」「一

時性」の 3つの要件を満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施

されているケースに限られる。 

3つの要件をすべて満たす状態であることを「身体拘束廃止委員会」等のチームで検

討、確認し記録しておく。 

⑴ 切迫性･･･利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が

著しく高いこと。 

⑵ 非代替性･･･身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。 

⑶ 一時性･･･身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。 

 

身体拘束に関する記録が義務づけられている 

⑴ 緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録しなければならない。 

⑵ 具体的な記録は、「身体拘束に関する説明書・経過観察記録」を用いるものとし、

日々の心身の状態等の観察、拘束の必要性や方法に係る再検討を行うごとに逐次その記

録を加えるとともに、それについて情報を開示し、ケアスタッフ間、施設全体、家族等

関係者の間で直近の情報を共有する。この「身体拘束に関する説明書・経過観察記録」

は、施設において保存し、行政担当部局の指導監査が行われる際に提示できるようにし

ておく必要がある。 

 

外部評価結果の公表 

 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、各都道府県の定める基準に基づき、まず自ら

評価を行った上で、各都道府県が選定した評価機関の実施するサービス評価を受け、その

評価結果を踏まえて総括的な評価を行い、常にその提供する指定認知症対応型共同生活介

護の質の改善を図らなければならないことを規定したものである。また、評価の実施を担

保する観点から、それらの結果を入居（申込）者及びその家族へ提供するほか、事業所内

の外部の者にも確認しやすい場所に掲示する方法や、市町村窓口、地域包括支援センター

に置いておく方法、インターネットを活用する方法などにより、開示しなければならない

こととする。 

 なお、自ら行う評価及び外部の者による評価に関する具体的な事項については、別に通

知するところによるものである。 

 

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第 97条第 8項等
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に規定する自己評価・外部評価の実施等について 

（平成 18年 10月 17日老計発第 1017001号） 

・ 事業所は、少なくとも年１回は自己評価及び外部評価を実施しなければならない。 

・ 過去に外部評価を５年間継続して実施している事業所であって、かつ、下記（地域密

着型サービスに係る外部評価の隔年実施について）の要件をすべて満たす場合には、上

記にかかわらず実施回数を２年に１回とすることができる。 

・ 事業者は、外部評価の評価結果等を鳥栖地区広域市町村圏組合に対し、提出するこ

と。なお、鳥栖地区広域市町村圏組合は、評価結果等を当該事業所の所在する市町の地

域包括支援センターへ送付する。 

・ 「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第 3条の 37第 1

項に定める介護・医療連携推進会議、第 34条第 1項（第 88条、第 108 条及び第 182条

において準用する場合に限る。）に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等につ

いて」（平成 27年 3月 27日老振発 0327第 4号、老老発 0327第 1号）で示した評価の

実施方法に従い、運営推進会議を活用した評価を受けた場合は、外部評価を受けたもの

とみなすこととする。 

 

地域密着型サービスに係る外部評価の隔年実施について 

地域密着型サービスに係る外部評価については、平成２２年度から、所定の要件を満た

す事業所においては外部評価を隔年で受けることができることとなりました。 

1 隔年実施の要件 

以下の⑴から⑸までの要件をすべて満たす事業所については、外部評価を隔年で受ける

ことができることとします。 

⑴ これまでに 5年間継続して外部評価を実施している。 

なお、保険者において外部評価の対象外事業所とされた年度については、当該年度に

ついて外部評価が実施されたものとみなします。 

⑵ 自己評価、外部評価結果及び目標達成計画を保険者に提出している。 

⑶ 運営推進会議を、過去 1年間に 6回以上開催している。 

⑷ ⑶の運営推進会議に、事業所が存在する市町の職員又は地域包括支援センターの職員

が概ね（年 6回の運営推進会議のうち少なくとも 4回）出席している。 

⑸ 自己評価及び外部評価結果のうち、外部評価項目の 2、3、4、6の実践状況が適切で

ある。 

項目 2：事業所と地域との付き合い 

項目 3：運営推進会議を活かした取組み 

項目 4：市町村との連携 

項目 6：運営に関する利用者、家族等意見の反映 

2 隔年実施に係る手続 

⑴ 1の要件をすべて満たす事業所は、外部評価を受けないことを希望する年度の 4月 1

日から毎年度通知する日（例年 5月 15日）までの間に、保険者に申請を行ってくださ

い。 

⑵ 申請書は所定の様式があります。必要事項を記載し提出してください。 

なお、隔年実施を受けるための条件に該当するかの確認は、各運営推進会議終了後に

提出していただく運営推進会議報告書にて確認いたしますので、運営推進会議終了後は

速やかに報告書を提出してください。 

⑶ 申請書類を各保険者に提出した後、各保険者は、申請をした事業所が上記１の要件を

満たしているかを確認します。その後、要件を満たすと認められる場合は、当該事業所
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に対して申請のあった年度の外部評価を実施しなくてもよい旨を決定します。 

⑷ 外部評価の対象外となった年度の翌年度については、外部評価を受ける必要がありま

す。 

 

介護保険Ｑ＆Ａ（令和 3年 3月 29日） 

（問25）認知症グループホームの運営推進会議には、地域密着型サービス基準が定める全

てのメンバー（利用者、市町村職員、地域住民の代表者（町内会役員、民生委員、老人ク

ラブの代表等））が毎回参加することが必要となるのか。 

（答）毎回の運営推進会議に、全てのメンバーが参加しなければならないという趣旨では

なく、会議の議題に応じて、適切な関係者が参加することで足りるものである。ただし、

運営推進会議のうち、今般の見直しにより導入する「運営推進会議を活用した評価」とし

て実施するものについては、市町村職員又は地域包括支援センター職員、認知症対応型共

同生活介護に知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者の参加が必須である。 

 

介護保険Ｑ＆Ａ（令和 3年 3月 29日） 

（問26）今般、認知症グループホームにおける第三者評価は、外部の者による評価と運営

推進会議における評価のいずれかから受けることとされたが、運営推進会議における評価

を実施した場合、第三者評価及び運営推進会議の両方を開催したものとして取り扱うの

か。 

（答）貴見のとおり。なお、今回の改定は、運営推進会議の開催頻度について現行のおお

むね年間 6回（2月に 1回）以上開催することを変更するものではなく、このうち 1回以

上をサービスの質を評価する回としてよいという意味であること。 

 

介護保険Ｑ＆Ａ（令和 3年 3月 29日） 

（問27）「「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第

8項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について」において、事業所の外部評価の

実施回数について、本来1年に1回以上のところ、2年に1回とすることができる場合の要件

の一つとして「過去に外部評価を5年間継続して実施している」ことが挙げられている

が、運営推進会議における評価を行った場合、外部評価を実施したとみなして継続年数に

算入することができるか。 

（答）できない。継続年数に算入することができるのは、指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準第 97条第 8項第 1号に規定する外部の者による評価

を行った場合に限られる。 

 

認知症対応型共同生活介護計画の作成【介護第 98条、予防第 87条】 

⑴ 共同生活住居の管理者は、計画作成担当者に認知症対応型共同生活介護計画の作成に

関する業務を担当させるものとする。 

⑵ 認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、通所介護の活用（ここでいう通所

介護とは、介護保険給付の対象となる通所介護ではなく、当該指定認知症対応型共同生活

介護事業者と通所介護事業者との間の契約により、利用者に介護保険給付の対象となる

通所介護に準ずるサービスを提供するものである。）、地域における活動への参加の機会

の提供等により、利用者の多様な活動（地域の特性や利用者の生活環境に応じたレクリエ

ーション、行事、園芸、農作業などの利用者の趣味又は趣向に応じた活動等の確保）に努

めなければならない。 

⑶ 計画作成担当者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、
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他の介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの

内容等を記載した認知症対応型共同生活介護計画を作成しなければならない。 

⑷ 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、サービス内容

等への利用者及び家族の意向の反映の機会を保証するため、その内容について利用者又

はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

⑸ 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画を作成した際には、当該認知症対応

型共同生活介護計画を利用者に交付しなければならない。 

⑹ 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の作成後においても、他の介護従業

者及び利用者が認知症対応型共同生活介護計画に基づき利用する他の指定居宅サービス

等を行う者との連絡を継続的に行うことにより、認知症対応型共同生活介護計画の実施

状況の把握を行い、必要に応じて認知症対応型共同生活介護計画の変更を行わなければ

ならない。 

⑺ 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の変更を行う際も⑵から⑸に準じ

て取り扱わなければならない。 

 

医師・歯科医師の居宅療養管理指導について（老企第 36号第 2の 6⑶) 

主治の医師及び歯科医師の行う居宅療養管理指導については、計画的かつ継続的な医学

的管理又は歯科医学的管理に基づき、介護支援専門員（ケアマネジャー）に対するケアプラ

ンの作成等に必要な情報提供並びに利用者若しくはその家族等に対する介護サービスを利

用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に算定する。ケアマ

ネジャーへの情報提供がない場合には、算定できないこととなる。 

 

薬剤師が行う居宅療養管理指導について（老企第 36号第 2の 6⑷) 

薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導については、医師又は歯科医師の指示に基づき、薬剤

師が薬学的管理指導計画を策定し、また、医療機関の薬剤師が行う場合にあっては、医師又

は歯科医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問して、薬剤管理、服薬指導、薬剤服用状況

及び薬剤保管状況の確認等の薬学的管理指導を行い、提供した居宅療養管理指導の内容に

ついて、利用者又はその家族等に対して積極的に文書等について提出するように努め、速や

かに記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告した上で、ケアマネジャーに対する

プラン作成等に必要な情報提供を行うこととする。ケアマネジャーへの情報提供がない場

合には、算定できないこととなる。 

 

介護等【介護第 99条、予防第 88条】 

⑴ 介護は利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよ

う適切な技術をもって行われなければならない。その際、利用者の人格に十分配慮して実

施しなければならない。 

⑵ 認知症対応型共同生活介護を受けている者の入居中の居宅サービス等の利用について

は、当該共同生活住居において完結する内容であることを踏まえ、当該事業所の従業員で

ないいわゆる付添者による介護や居宅療養管理指導を除く他の居宅サービス等に係る介

護給付費を算定することはできない。ただし、認知症対応型共同生活介護の提供に必要が

ある場合に当該事業者の負担により、その利用者に対してその他の居宅サービス等を利

用させることは差し支えない。また、事業者はその利用者に対して、利用者の負担により、

当該共同生活住居における介護従業者以外の者（付添人等）による介護を受けさせてはな

らない。 

⑶ 利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者と介護従業者が共同で行うよう努
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めるものとする。この趣旨としては、利用者が介護従業者と食事や掃除、洗濯、買い物、

園芸、農作業、レクリエーション、行事等を共同で行うことによって良好な人間関係に基

づく家庭的な生活環境の中で日常生活が送れるようにすることに配慮したものである。 

 

社会生活上の便宜の提供等【介護第 100条、予防第 89条】 

⑴ 事業者は、画一的なサービスを提供するのではなく、利用者が自らの趣味又は趣向に応

じた活動を行うことができるよう必要な支援を行うことにより、利用者が充実した日常

生活を送り、利用者の精神的な安定、行動障害の減少及び認知症の症状の進行を緩和する

よう努めなければならない。 

⑵ 事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な郵便、証明書等の交付申請等行政機関に

対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、原則として

その都度、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。特に金銭にかかるもの

については、書面等をもって事前に同意を得ると共に代行した後はその都度本人に確認

を得なければならない。 

※ 特に金銭にかかるものについては書面等をもって事前に同意を得るとともに、代行し

た後はその都度本人に確認を得るものとする。 

⑶ 事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者とその家族との交流等の

機会を確保するよう努めなければならない。また、利用者と家族の面会の場所や時間等に

ついても、利用者やその家族の利便を図らなければならない。 

 

利用者に関する市町村への通知 

【介護第 3条の 26（準用第 108条）、予防第 24条（準用第 85条）】 

事業者は、サービスの提供を受けている利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞な

く、意見を付してその旨を保険者に通知しなければならない。 

⑴ 正当な理由なしに指定認知症対応型共同生活介護の利用に関する指示に従わないこと

により、要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。 

⑵ 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

 

緊急時等の対応【介護第 80条（準用第 108条）、予防第 56条（準用第 85条）】 

 従業者は、現にサービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合そ

の他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該事業者が定めた協力医療機関

への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

※ 緊急時において円滑な協力を得るため、当該協力医療機関との間であらかじめ必   

要な事項を取り決めておかなければならない。 

 

管理者の責務【介護第 28条（準用第 108条）、予防第 26条（準用第 85条）】 

⑴ 事業所の管理者は、当該事業所の従業者の管理及び利用の申込みに係る調整、業務の実

施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。 

⑵ 事業所の管理者は、当該事業所の従業者に、「運営に関する基準」の規定を遵守させる

ため必要な指揮命令を行わなければならない。 

 

管理者による管理【介護第 101条、予防第 78条】 

共同生活住居の管理者は、同時に介護保健施設、居宅サービス、地域密着型サービス（サ

テライト型指定認知症対応型共同介護事業所の場合は、本体事業所が提供する指定認知症

対応型共同生活介護を除く。）、指定介護予防サービス若しくは指定地域密着型介護予防サ



- 25 - 

ービスの事業を行う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならな

い。ただし、これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等により当該共同生活住居の

管理上支障がない場合は、この限りでない。 

 

運営規程【介護第 102条、予防第 79条】 

事業者は、共同生活住居ごとに、次に掲げる重要事項を内容とする運営規程を定めなけれ

ばならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種、員数及び職務内容 

※ 人員基準を満たす範囲内において「○人以上」と記載することも差し支えない。 

⑶ 利用定員 

⑷ 指定認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑸ 入居に当たっての留意事項 

⑹ 非常災害対策 

⑺ 虐待の防止のための措置に関する事項（R6.4.1 から義務化）※ 虐待の防止に係 る

組織内の体制や虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法。 

⑻ その他運営に関する重要事項 

なお、⑻の「その他運営に関する重要事項」として、当該利用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続きについて

定めておくことが望ましい。 

 

勤務体制の確保等【介護第 103条、予防第 80条】 

⑴ 事業者は、利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定

めなければならない。 

※ 共同生活住居ごとに、介護従業者の日々の勤務体制、常勤・非常勤の別、管理者との兼

務関係、夜間及び深夜の勤務の担当者等を明確にしなければならない。 

⑵ 介護従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送るこ

とができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮しなければならない。 

※ 利用者の精神の安定を図る観点から、担当の介護従事者を固定する等の継続性を重視

したサービス提供に配慮しなければならない。 

⑶ 事業者は、介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならな

い。その際、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者は、全ての介護従業者(看護師、

准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第 8条第 2項に規定する政令で定める者等の

資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修

を受講させるために必要な措置を講じなければならない。新規採用者について採用後 1年

経過までに受講させる措置が必要である。（R6.4.1から義務化） 

※ 当該義務付けの対象とならない者は、各資格のカリキュラム等において、認知症介護に

関する基礎的な知識及び技術を習得しているものとすることとし、具体的には看護師、准

看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、

生活援助従事者研修修了者に加え、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修課程

一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療

法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、

きゅう師等とする。 

⑷ 適切な指定認知症対応型共同生活介護の提供を確保する観点から、職場において行わ

れる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲
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を超えたものにより認知症対応型共同生活介護従業者の就業環境が害されることを防止

するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

※ 事業主には職場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント（以下「職場

におけるハラスメント」という。）の防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務

付けられていることを踏まえ規定したものである。なお、セクシャルハラスメントについ

ては、上司や同僚に限らず、利用者やその家族等から受けるものも含まれることに留意す

ること。 

イ 事業主が講ずべき措置の具体的内容（既義務化） 

・職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならな

い旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。 

・相談に応じる担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口を

あらかじめ定め労働者に周知すること。 

 ロ 事業主が講じることが望ましい取組 

  ・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

  ・被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1

人で対応させない等） 

  ・被害防止のための取組（マニュアル作成や研修の実施等、業務・業態等の状況に応じ

た取組） 

※ 介護現場では特に、利用者又はその家族等からのカスタマーハラスメントの防止が求

められていることから、「事業主が講ずべき措置の具体的内容」の必要な措置を講じる

にあたっては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」、「（管理職・職員

向け）研修のための手引き」等を参考にした取組を行うことが望ましい。 

 

定員の遵守【介護第 104条、予防第 81条】 

事業者は、入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他

のやむを得ない事情がある場合はこの限りでない。 

 

業務継続計画の策定等【介護第3条の30の2（第108条準用）、予防28条の2（第85条準用）】 

（R6.4.1から義務化） 

⑴ 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続

的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務

継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければなら

ない。 

⑵ 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓

練を定期的に実施しなければならない。 

⑶ 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を

行うものとする。 

※ 業務継続計画に従い、従業者に対して、必要な研修及び訓練（シミュレーション）を実

施しなければならない。研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるよ

うにすることが望ましい。 

※ 業務継続計画には以下の項目等を記載すること 

 イ 感染症に係る業務継続計画 

  ・平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

  ・初動対応 

  ・感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共
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有等） 

 ロ 災害に係る業務継続計画 

  ・平常時の対応（建物・設備の安全対策等、電気・水道等のライフラインが停止した場

合の対策、必要品の備蓄等） 

  ・緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

  ・他施設及び地域との連携 

※ 研修は定期的（年2回以上）に開催するとともに、新規採用時には別に研修を実施する

ことが望ましい。また、研修の内容についても記録すること。 

※ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行

動できるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生

した場合に実践するケアの演習等を定期的（年2回以上）に実施するものとする。 

 

非常災害対策【介護第 82条の 2（準用第 108条）、予防第 58条の 2（準用第 85条）】 

事業者は、非常災害に際して必要な具体的計画の策定、関係機関への通報及び連携体制の

整備、避難、救出訓練の実施等の対策の万全を期さなければならないこととしたものである。

関係機関への通報及び連携体制の整備とは、火災等の災害時に地域消防機関へ速やかに通

報する体制を取るよう従業員に周知徹底するとともに日頃から消防団や地域住民との連携

を図り、訓練の実施に当たって地域住民の参加が得られるよう連携に努め、火災等の際に消

火、避難等に協力してもらえるような体制作りをしておかなければならない。 

そのためには、地域住民の代表者等により構成される運営推進会議を活用し、日頃から地

域住民との密接な連携体制を確保するなど訓練の実施に協力を得られる体制づくりに努め

ることが必要である。訓練の実施に当たっては、消防関係者の参加を促し、具体的な指示を

仰ぐなど、より実効性のあるものとすること。 

なお、「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則第３条に規定する消防計画

（これに準ずる計画を含む。）及び風水害、地震等の災害に対処するための計画をいう。こ

の場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第 8条の規定により防

火管理者に行わせなければならない。 

 なお、平成 21年 4 月 1日の消防法施行令改正により、収容人員（入居者と従業員を足し

た数）が 10人以上となる認知症対応型共同生活介護事業所は、防火管理者の選任が必要で

あり、事業所の防火管理者は、消火訓練及び避難訓練を年 2 回以上実施しなければならな

い。【根拠法令：消防法施行規則第 3条第 10項】 

 

全国介護保険担当課長ブロック会議Ｑ＆Ａ（平成 18年 2月 24日） 

（問 2）「非常災害時の開係機関ヘの通報及び連携体制を整備し、非常災害に関する具体的

な計画や通報・連携体制について定期的に従業者に周知する旨を規定する」とされている

が、その具体的内容如何。 

（答）火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業員に周知

徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避難等

に協力してもらえるような体制作りを求めることとしたものである。 

 

衛生管理等【介護第 33条（準用第 108条）、予防第 31条（準用第 85条）】 

⑴ 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛

生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

※ 必要に応じ保健所の助言、指導を求めるとともに、密接な連携を保つこと。 

※ 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ菌対策等につい



- 28 - 

ては、その発生及びまん延を防止するための措置について、別途通知等が発出されてい

るので、これに基づき、適切な措置を講じること。 

※ 空調設備等により事業所内の適温の確保に努めること。 

⑵ 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げ

る措置を講じなければならない。（R6.4.1から義務化） 

① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレ

ビ電話装置等を活用して行う事ができるものとする。）をおおむね6月に1回以上開催する

とともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

② 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

※ 「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策（事業所内の衛生

管理、ケアにかかる感染対策等）及び発生時の対応（発生状況の把握、感染拡大の防止、

医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関等との連携、行政等への報

告等）を規定する。また、発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡

体制を整備し、明記しておくことも必要である。 

③ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施

すること。 

※ 「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の

適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所における指針に基づいた衛生管理の徹

底や衛生的なケアの励行を行うものとする。 

※ 職員教育を組織的に浸透させていくためには、定期的な教育（年 2回以上）を開催する

とともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内

容についても記録することが必要である。また、平時から実際に感染症が発生した場合を

想定し、発生時の対応について、訓練（シミュレーション）を定期的（年 2回以上）に行

うことが必要である。 

 

健康診断【労働安全衛生法第 66 条】 

事業者は常時使用する労働者に対し、1 年以内ごとに 1 回、定期に医師による健

康診断を行わなければならない。また、夜勤者を含め深夜業務を含む業務に常時従

事する労働者に対し、6 月以内ごとに 1 回、定期に医師による健康診断を行わなけ

ればならない。 

 

協力医療機関等【介護第 105条、予防第 82条】 

⑴ 事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ協力医療機関を定めなけれ

ばならない。 

⑵ 事業者は、あらかじめ協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。 

※ 協力医療機関及び協力歯科医療機関は、緊急時の対応等に迅速に対応できるよう共同

生活住居から近距離にあることが望ましい。 

⑶ 事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人

福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えな

ければならない。 

※ 利用者の入院や休日夜間等における対応について円滑な協力を得るため、当該協力医

療機関等との間であらかじめ必要な事項を取り決めなければならない。 
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掲示【介護第 3条の 32（準用第 108条）、予防第 32条（準用第 85条）】 

⑴ 事業者は事業所の見やすい場所に運営規程の概要、介護従業者の勤務の体制その他の

利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならな

い。 

⑵ 事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該事業所に備え付け、かつ、これを

いつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることが

できる。 

 

秘密保持等【介護 第 3条の 33（準用第 108条）、予防 第 33条（準用第 85条）】 

⑴ 事業所の従業者は正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密

を漏らしてはならない。 

⑵ 事業者は、事業所の従業者であった者が正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者

及びその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

※ 事業者は、事業所の従業者が、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持す

べき旨を、従業者との雇用時等に取り決め、例えば違約金についての定めを置くなどの措

置を講ずべきこととするものである。 

⑶ 事業者はサービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の

同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書によ

り得なければならない。なお、この同意は、サービス提供開始時に利用者及びその家族か

ら包括的な同意を得ておくことで足りるものである。 

 

広告【介護第 3条の 34（準用第 108条）、予防第 34条（準用第 85条）】 

事業者は、事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものと

なってはならない。 

 

居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止【介護第 106条、予防第 83条】 

⑴ 事業者は居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、被保険者に対して当該共同生活

住居を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

⑵ 事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該共同生活住居からの退居者を

紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

 

苦情処理【介護第 3条の 36（準用第 108条）、予防第 36条（準用第 85条）】 

⑴ 事業者は提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対

応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければ

ならない。具体的には、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事業所における苦情を

処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、利用申込者又はその家族にサー

ビスの内容を説明する文書に苦情に対する措置の概要についても併せて記載するととも

に事業所に掲示すること等を行わなければならない。 

⑵ 事業者は、⑴の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の受付日、内容、対応、結果、再

発防止策、その他必要事項等を記録しなければならない。苦情の受付日やその内容等を記

録し、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情内

容を踏まえて、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うこと。なお、苦情の内容等に

関する記録は、完結の日から 2年間保存しなければならない。 

⑶ 提供したサービスに関し介護保険法第 23条の規定により市町村が行う文書その他の物

件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問もしくは照会に応じ、及
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び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又

は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければ

ならない。 

⑷ 市町村からの求めがあった場合には、⑶の改善の内容を市町村に報告しなければなら

ない。 

⑸ 提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う介

護保険法第 176 条第 1 項第 3 号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会か

ら指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わ

なければならない。 

⑹ 国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、⑸の改善の内容を国民健康保

険団体連合会に報告しなければならない。 

 

調査への協力等【介護第 84条（準用第 108条）、予防第 60条（準用第 85条）】 

事業者は提供したサービスに関し、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切なサービスの

提供が行われているかどうかを確認するために保険者等が行う調査に協力するとともに、

保険者等から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改

善を行わなければならない。 

 

地域との連携等【介護第 34条（準用第 108条）、予防第 61条（準用第 85条）】 

⑴ 事業者はサービスの提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表（町内

会役員、民生委員、老人クラブの代表等）市町村の職員又は地域包括支援センターの職員、

認知症対応型共同生活介護について知見を有する者等により構成される運営推進会議

（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者等が参加す

る場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければ

ならない。）を設置し、おおむね 2月に 1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、

運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く

機会を設けなければならない。 

※ 利用者、市町村職員、地域住民の代表者等に対し、サービス提供の方針、日々の活動内

容、入居者の状態等の状況を報告し、提供しているサービス内容等を明らかにすることに

より、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすること

でサービスの質の確保を図ることを目的として設置するものである。 

※ 事業所と他の地域密着型サービス事業所を併設している場合においては、1つの運営推 

進会議において両事業所の評価等を行うことで差し支えない。 

また、運営推進会議の効率化や事業所間のネットワーク形成の促進等の観点から、「利

用者及び家族を匿名とするなど個人情報・プライバシーを保護すること」、「同一の日常生

活圏域内に所在する事業所であること」を満たす場合は、複数の事業所の運営推進会議を

合同で開催して差し支えない。 

⑵ 事業者は⑴の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録

を公表しなければならない。 

⑶ 事業者はその事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及

び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

⑷ 事業者はその事業の運営に当たっては、提供したサービスに関する利用者からの苦情

に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する

事業に協力するよう努めなければならない。 

※ 事業所は、1年に 1回以上、サービスの改善及び質の向上を目的として、各事業所が自
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ら提供するサービスについて評価・点検（自己評価）を行うとともに、当該自己評価結果

について、運営推進会議において第三者の観点からサービスの評価（外部評価）を行うこ

とができることとし、実施にあたっては以下の点に留意すること。また、運営推進会議の

複数の事業所の合同開催については、合同で開催する回数が、1年度に開催すべき運営推

進会議の開催回数の半数を超えないこととするとともに、外部評価を行う運営推進会議

は単独開催で行うこと。 

イ 自己評価は、事業所が自ら提供するサービス内容について振り返りを行い、指定認知

症対応型共同生活介護事業所として提供するサービスについて個々の従業者の問題意

識を向上させ、事業所全体の質の向上につなげていくことを目指すものである。 

ロ 外部評価は、運営推進会議において、当該事業所が行った自己評価結果に基づき、当

該事業所で提供されているサービスの内容や課題等について共有を図るとともに、利

用者のほか、市町村職員、地域住民の代表者等が第三者の観点から評価を行うことによ

り、新たな課題や改善点を明らかにすることが必要である。 

 ハ 運営推進会議において当該取組を行う場合には、市町村職員又は地域包括支援セン

ター職員、指定認知症対応型共同生活介護に知見を有し公正・中立な第三者の立場にあ

る者の参加が必要であること。 

 ニ 自己評価結果及び外部評価結果は、利用者及び利用者の家族へ提供するとともに、

「介護サービスの情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表システムを活用し公

表することが考えられるが、法人のホームページへの掲載、市町村窓口や地域包括支援

センターへの掲示等により公表することも差し支えない。 

 

保険者への運営推進会議の報告について 

 運営推進会議開催後は、会議の内容を取りまとめ、速やかに運営推進会議報告書を保険者

である鳥栖地区広域市町村圏組合まで提出してください。なお、報告書の内容については、

上記⑵にて作成した記録の内容と同等のものを提出してください。 

 

 

事故発生時の対応【介護第 3条の 38（準用第 108条）、予防第 37条（準用第 85条）】 

⑴ 事業者は利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、保険者等、当該

利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措

置を講じなければならない。 

⑵ 事業者は⑴の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録しなければならな

い。 

⑶ 事業者は利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合の対応方法につい

ては、あらかじめ定めておくことが望ましく、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠

償を速やかに行わなければならない。また、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うた

め、損害賠償保険に加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ましい。 

⑷ 事業者は事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じなけ

ればならない。 

※ 誤飲事故等の防止のため、事業者は洗剤、薬品等は入居者の手の届かない場所又は

目につかない場所に保管すること。 

 

虐待の防止【基準第3条の38の2（第108条準用）、予防第37の2（第85条準用）】 

（R6.4.1から義務化） 

⑴ 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなけ
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ればならない。 

① 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、

従業者に周知徹底を図ること。 

② 当該事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

③ 当該事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

④ 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

※ 虐待は、法の目的の一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影

響を及ぼす可能性が極めて高く指定認知症対応型共同生活介護事業者は虐待の防止のた

めに必要な措置を講じなければならない。虐待を未然に防止するための対策及び発生し

た場合の対応等については、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関す

る法律」（平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。）に規定されている

ところであり、その実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、

次に掲げる観点から虐待の防止に関する措置を講じるものとする。 

・ 虐待の未然防止 

 指定認知症対応型共同生活介護事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常

に心がけながらサービス提供にあたる必要があり、第3条の一般原則に位置付けられている

とおり、研修等を通じて、従業者にそれらに関する理解を促す必要がある。同様に、従業者

が高齢者虐待防止法等に規定する要介護事業の従業者としての責務・適切な対応等を正し

く理解していることも重要である。 

・ 虐待等の早期発見 

 指定認知症対応型共同生活介護事業所の従業者は、虐待等を発見しやすい立場にあるこ

とから、これらを早期に発見できるよう、必要な措置（虐待等に対する相談体制、市町村の

通報窓口の周知等）がとられていることが望ましい。また、利用者及びその家族からの虐待

等に係る相談、利用者から市町村への虐待の届出について、適切な対応をすること。 

・ 虐待等への迅速かつ適切な対応 

 虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり指定認知症対

応型共同生活介護事業者は当該通報の手続きが迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐

待等に対する調査等に協力するよう努めることとする。 

 以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発

を確実に防止すために次に掲げる事項を実施するものとする。 

 

虐待の防止のための対策を検討する委員会（第1号） 

 虐待防止検討委員会は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合は

その再発を確実に防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種

で構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定期的に開催するこ

とが必要である。また、事業所外の虐待防止の専門家を委員として積極的に活用することが

望ましい。 

 虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであることが

想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限られず、個

別の状況に応じて慎重に対応することが重要である。 

 虐待防止検討委員会は、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる

他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。

また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携により行うこ
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とも差し支えない。 

 虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この

際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取

扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ

ン」等を遵守すること。 

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとする。その

際、そこで得た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）は、従業

者に周知徹底を図る必要がある。 

 イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

 ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

 ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

 ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

 ホ 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるため

の方法に関すること 

 ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に

関すること 

 ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

 

虐待の防止のための指針（第2号） 

虐待の防止のための指針には、次のような項目を盛り込むこととする。 

 イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

 ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

 ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

 ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

 ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

 ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

 ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

 チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

 リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

 

虐待の防止のための従業者に対する研修（第3号） 

従業者に対する虐待の防止ための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内

容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当該認知症対応型共同生活介護事

業所における指針に基づき、虐待の防止の徹底を行う者とする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該事業者が指針に基づいた研修プログ

ラムを作成し、定期的な研修（年2回以上）を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待

の防止のための研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、事業所内で

の研修で差し支えない。 

 

虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（第4号） 

指定認知症対応型共同生活介護事業所における虐待を防止するための体制として、1号か

ら3号までに掲げる措置を適切に実施するため、専任の担当者を置くことが必要である。当

該担当者としては、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が努めることが望ましい。 
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高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 

（平成 18年 4月 1日施行） 

（定義等） 

第 2条第 5項 養介護施設従業者等による高齢者虐待 

イ 身体的虐待 

高齢者の身体に外傷を生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。 

ロ 介護・世話の放棄、放任(ネグレクト) 

高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職

務上の義務を著しく怠ること。 

ハ 心理的虐待 

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な反応等その他の高齢者に著しい心理的外

傷を与える言動を行うこと。 

ニ 性的虐待 

高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 

ホ 経済的虐待 

高齢者の財産を不当に処分すること。その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得る

こと。 

 

（養介護施設従業者等による高齢者虐待の防止等） 

第 20条 養介護施設の設置者又は養介護事業を行う者は、養介護施設従業者等の研修の

実施、当該養介護施設に入所し、その他当該養介護施設を利用し、又は当該養介護事業に

係るサービスの提供を受ける高齢者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備その他の

養介護施設従業者等による高齢者虐待の防止等のための措置を講ずるものとする。 

 

（養介護施設従業者等による高齢者虐待に係る通報等） 

第 21条 養介護施設従業者は、当該養介護施設従業者等がその業務に従事している養介

護施設又は養介護事業（当該養介護施設の設置者若しくは養介護事業を行う者が設置する

養介護施設又はこれらの者が行う要介護事業を含む。）において業務に従事する養介護施

設従業者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、こ

れを市町村に通報しなければならない。 

2 前項に定める場合ほか、養介護施設従業者等による高齢者虐待を受けたと思われる高

齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速や

かに、これを市町村に通報しなければならない。 

3 前 2項に定める場合のほか、養介護施設従業者等による高齢者虐待を受けたと思われ

る高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。 

4 養介護施設従業者等による高齢者虐待を受けた高齢者は、その旨を市町村に届け出る

ことができる。 

5 第 18条の規定は、第 1項から第 3項までの規定による通報又は前項の規定による届出

の受理に関する事務を担当する部局の周知について準用する。 

6 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第 1項から第 3項

までの規定による通報（虚偽であるもの及び過失によるものを除く。事項において同

じ。）をすることを妨げるものと解釈してはならない。 

7 養介護施設従業者等、第 1項から第 3項までの規定による通報をしたことを理由とし

て、解雇その他不利益な取扱いを受けない。 

※ 事業所内で、高齢者虐待発見時の対応マニュアルや連絡体制の整備をしておくこと。 
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会計の区分【介護第 3条の 39（準用第 108条）、予防第 38条（準用第 85条）】 

⑴ 事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、指定認知症対応型共同生活介護の事

業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 

⑵ 具体的な会計処理の方法については、別に通知された「介護保険の給付対象事業におけ

る会計の区分について」を参考として適切に行うこと。 

 

記録の整備【介護第 107条、予防第 84条】 

⑴ 事業者は従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。 

⑵ 事業者は、利用者に対するサービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結

の日から 2年間保存しなければならない。 

① 認知症対応型共同生活介護計画 

② 第 95条第 2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

③ 第 97条第 6項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由の記録 

④ 第 3条の 26の規定を準用する市町村への通知に係る記録 

⑤ 第 3条の 36第 2 項の規定を準用する苦情の内容等の記録 

⑥ 第 3条の 38第 2項の規定を準用する事故の状況及び事故に際して採った処置について

の記録 

⑦ 第 34条第 2項の規定を準用する報告、評価、要望、助言等の記録 

⑶ 自己評価及び外部評価の記録は、記録を完了した日から 2 年間保存しなければならな

い。 

※ 「その完結の日」とは、①～⑥までの記録については、個々の利用者につき、契約の終

了（契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立を含む。）によ

り一連のサービス提供が終了した日、⑦の記録については、運営推進会議を開催し、報告、

評価、要望、助言等の記録を公表した日とする。 

 

 

変更の届出等について 

変更の届出【介護保険法第 78条の 5】 

⑴ 指定地域密着型サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚

生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域密着型サービ

ス（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。）の事業を再開したときは、厚

生労働省令で定めるところにより、10 日以内に、その旨を市町村長に届け出なければな

らない。 

⑵ 指定地域密着型サービス事業者は、当該指定地域密着型サービス（地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護を除く。）の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生

労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の１月前までに、その旨を市町村

長に届け出なければならない。 

※利用者の引継ぎ先等を記載した書類を添付してください。（本組合 HP に様式を掲載） 

 

【介護保険法施行規則第 131条の 13】 

指定地域密着型サービス事業者は、次の各号に掲げる指定地域密着型サービス事業者が

行う地域密着型サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該

変更に係る事項について当該指定地域密着型サービス事業者の事業所の所在地を管轄する
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市町村長に届け出なければならない。 

 

変更があった事項 

事業所・施設の名称 

事業所・施設の所在地 

申請者の名称 

主たる事務所の所在地 

代表者（開設者）の氏名、生年月日及び住所 

登記事項証明書・条例等（当該事業に関するものに限る。） 

事業所・施設の建物の構造、専用区画等 

事業所・施設の管理者の氏名、生年月日及び住所 

運営規程 

協力医療機関（病院）・協力歯科医療機関 

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携・支援体制 

本体施設、本体施設との移動経路等 

併設施設の状況等 

介護支援専門員の氏名及びその登録番号 

計画作成担当者の氏名 

鳥栖地区広域市町村圏組合ホームページ＞各種様式 

 

業務管理体制の届出等について 

介護サービス事業者による不正行為を未然に防止し利用者の保護と介護事業運営の適正

化を図るため、平成 21年 5月 1日から介護サービス事業者には業務管理体制の整備と届出

の義務が課せられることとなりました。 

また、制度改正に伴い平成 27 年 4月 1 日から、業務管理体制の整備に係る届出書の届出

先が変更となりました。 

 

⑴ 事業者が整備する業務管理体制 

（介護保険法第 115条の 32・介護保険法施行規則第 140条の 39） 

業 
務 
管 
理 
体 
制 
整 
備 
の 
内 
容 

    
業務執行の状況の監査を 

定期的に実施 

  

業務が法令に適合するこ
とを確保するための規定 

（＝以下「 法令遵守規
程」）の整備 

業務が法令に適合するこ
とを確保するための規定 

（＝以下「 法令遵守規
程」）の整備 

法令を遵守するための体
制の確保にかかる責任者 

（＝以下「法令遵守責任
者」）の選任 

法令を遵守するための体
制の確保にかかる責任者 

（＝以下「法令遵守責任
者」）の選任 

法令を遵守するための体
制の確保にかかる責任者 

（＝以下「法令遵守責任
者」）の選任 

事業所 

等の数 
1以上 20未満 20以上 100未満 100以上 

注：事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含み、みなし事業所は除

く。みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス（居宅療養管理指導、訪問看護、

訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション）であって、健康保険法の指定

があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所。  
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⑵ 届出書に記載すべき事項（介護保険法施行規則第 140条の 40） 

 

⑶ 業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先 

（介護保険法第 115条の 32・介護保険法施行規則第 140条の 40） 

区分 届出先 

⑴ 事業所等が 3 以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事

業者 
厚生労働大臣 

⑵ 事業所等が 2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以

上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業所 

事業者の主たる事務所が

所在する都道府県知事 

⑶ 全ての事業所等が 1の都道府県の区域に所在する事業者 都道府県知事 

⑷ 全ての事業所等が 1の指定都市の区域に所在する事業者 指定都市の長 

⑸ 全ての事業所等が 1 の同一中核市内にのみ所在する事業

者（介護療養型医療施設を含む場合は除く：届出先は都道府

県知事） 

中核市の長 

⑹ 地域密着型サービス（予防含む）のみを行う事業者であっ

て、事業所等が同一市町村内に所在する事業者 
市町村長 

 

【地方厚生局管轄区域一覧】 

地方厚生局 管轄区域 

北海道厚生局 北海道 

東北厚生局 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 

関東信越厚生局 
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新

潟県、山梨県、長野県 

東北北陸厚生局 富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 

近畿厚生局 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 

中国四国厚生局 
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛

県、高知県 

九州厚生局 
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖

縄県 

 

⑷ 届出の期日 

届出は体制を整備した後、速やかに行っていただく必要があります。 

 

 

届出事項 対象となる介護サービス事業者 

⑴ 事業者の 

・名称又は氏名 
・主たる事務所の所在地 
・代表者の氏名、生年月日、住所、職名 

全ての事業者 

⑵ 法令遵守責任者の氏名、生年月日 全ての事業者 

⑶ 法令遵守規程の概要 事業所等の数が 20以上の事業者 

⑷ 業務執行の状況の監査の方法の概要 事業所等の数が 100以上の事業者 
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地域密着型サービスに規定する必要な研修について 

別に厚生労働大臣が定める研修 

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着

型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定め

る者及び研修」に規定する研修について（平成 24年 3月 16日 老高発第 0316第 2号・老

振発第 0316第 2号・老老発第 0316第 6号） 

⑴ 代表者 「認知症対応型サービス事業開設者研修」 

下記研修の修了者は、すでに必要な研修を修了しているとみなします。 

① 実践者研修（基礎課程又は専門課程）：平成 16年度まで実施 

② 認知症介護実践者研修又は実践リーダー研修（平成 17年度以降） 

③ 認知症高齢者グループホーム管理者研修（平成 17年度実施） 

④ 認知症介護指導者研修 

⑤ 認知症高齢者グループホーム開設予定者研修 

 

⑵ 管理者 「認知症対応型サービス事業管理者研修 ※認知症介護実践者研修修了者」 

みなし措置：認知症高齢者グループホーム管理者研修修了者（平成 17 年度実施） 

 

⑶ 計画作成担当者 「実践者研修」又は「基礎課程」 

 

 

Ⅱ．介護報酬算定に関する基準について 

 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護費の基本報酬の算定について 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護費 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を

行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして市町村長に届け出た指定認知症対応

型共同生活介護事業所において、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合に、当該施

設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算

定する。 

イ （介護予防）認知症対応型共同生活介護費（１日につき） 

⑴ （介護予防）認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ） 

 要支援２  760単位 

要介護１  764 単位 

 要介護２  800単位 

 要介護３  823単位 

 要介護４  840単位 

 要介護５  858単位 

⑵ （介護予防）認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ） 

 要支援２  748単位 

 要介護１  752単位 

 要介護２  787単位 

 要介護３  811単位 

 要介護４  827単位 

 要介護５  844単位 
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認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ）の施設基準【施設基準・三十一イ】 

⑴ 共同生活住居の数が 1であること。 

⑵ 指定基準第 90条に定める従業者の員数を置いていること。 

認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ）の施設基準【施設基準・三十一ロ】 

⑴ 共同生活住居の数が 2以上であること。 

⑵ 指定基準第 90条に定める従業者の員数を置いていること。 

 

（介護予防）短期利用認知症対応型共同生活介護費 

厚生労働大臣が定める施設基準を満たす認知症対応型共同生活介護事業所において算定

できるものである。 

ロ （介護予防）短期利用認知症対応型共同生活介護費（１日につき） 

 ⑴ （介護予防）短期利用認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ） 

  要支援２  788 単位 

要介護１  792 単位 

  要介護２  828 単位 

  要介護３  853 単位 

  要介護４  869 単位 

  要介護５  886 単位 

 ⑵ （介護予防）短期利用認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ） 

  要支援２  776 単位 

要介護１  780 単位 

  要介護２  816 単位 

  要介護３  840 単位 

  要介護４  857 単位 

  要介護５  873 単位 

 

短期利用認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ）の施設基準【施設基準・三十一ハ】 

⑴ 共同生活住居の数が 1であること。 

⑵ 当該指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う者が、指定居宅サービス、指定地

域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護

予防サービス若しくは指定介護予防支援の事業又は介護保険施設若しくは指定介護療

養型医療施設の運営について 3年以上の経験を有すること。 

⑶ 次のいずれにも適合すること。ただし、利用者の状況や利用者の家族等の事情によ

り、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に短期利用認知症対応型共同

生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画において位置付け

られていない短期利用認知症対応型共同生活介護を提供する場合であって、当該利用

者及び他の利用者の処遇に支障がない場合にあっては、㈠及び㈡にかかわらず、事業

所の共同生活住居ごとに定員を超えて、短期利用認知症対応型共同生活介護を行うこ

とできるものとする。 

 ㈠ 事業所の共同生活住居の定員の範囲内で、空いている居室等を利用するものであ

ること。 

 ㈡ 1の共同生活住居において、短期利用認知用対応型共同生活介護を受ける利用者

の数は 1名とすること。 

 ⑷ 利用の開始に当たって、あらかじめ 30日以内の利用期間を定めること。 
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 ⑸ 短期利用認知症対応型共同生活介護を行うに当たって、十分な知識を有する従業者

が確保されていること。 

 ⑹ 指定基準第 90 条に定める従業者の員数を置いていること。 

短期利用認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ）の施設基準【施設基準・三十一ニ】 

⑴ 共同生活住居の数が 2以上であること。 

 ⑵ 上記⑵から⑹に該当すること。 

 

留意事項【留意事項通知 6⑴】 

① 施設基準三十一号ハ⑶ただし書に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所の共

同生活住居の定員の合計数を超えて行う短期利用認知症対応型共同生活介護は、あくま

でも、緊急に短期利用認知症対応型共同生活介護を受ける必要があるものにのみ提供が

認められるものであり、当該利用者に対する短期利用認知症対応型共同生活介護の提供

は、7日（利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合

は、14日）を限度に行うものとする。 

  また、「当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合」とは、当該利用者を当

該事業所の共同生活住居（複数の共同生活住居がある場合、当該利用者が日中の時間帯

等に共同生活を送る共同生活住居とする。）の利用者とみなして、当該利用者の利用期

間を通じて人員基準を満たしており、かつ、当該利用者が利用できる個室を有している

場合とする。特に個室の面積の最低基準は示していないが、当該利用者の処遇上、充分

な広さを有していること。ただし、個室以外であっても、1人当たりの床面積がおおむ

ね 7.43平方メートル以上で、プライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえを整備

している場合は、個室に準じて取り扱って差し支えない。この場合の「プライバシーの

確保に配慮した個室的なしつらえ」とは、可動でないもので隔てることまでを要するも

のではないが、視線が遮断されることを前提とする。建具による仕切りは認めるが、家

具やカーテン、簡易パネルによる仕切りでは不可とする。また、天井から隙間が空いて

いることは認める。 

  なお、指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居の定員の合計数を超えて

受け入れることができる利用者数は、指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活

住居ごとに 1人まで認められるものであり、この場合、定員超過利用による減算の対象

とならない。 

② 施設基準三十一号ハ⑸に規定する「短期利用認知症対応型共同生活介護を行うに当た

って、十分な知識を有する従業者」とは、認知症介護実務者研修のうち「専門課程」、

認知症介護実践研修のうち「実践リーダー研修」若しくは「認知症介護実践リーダー研

修」又は認知症介護指導者養成研修を修了している者とする。 

※ 短期利用認知症対応型共同生活介護について、運営規程に盛り込んでおくこと。 

※ 短期利用には重要事項等において事前に説明を行い、契約を締結すること。 

 

介護制度改革 informationＱ＆Ａ（平成 18年 9月 4日） 

（問 50）グループホームの短期利用については、空いている居室等を利用しなければなら

ないが、入院中の入居者の同意があれば、入院中の入居者の居室を短期利用に活用するこ

とは可能か。 

（答）入院中の入居者のために居室を確保しているような場合であっても､入院中の入居者

の同意があれば、家具等を別の場所に保管するなど、当該入居者のプライバシー等に配慮を

行った上で､その居室を短期利用で利用することは差し支えない。 
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介護保険Ｑ＆Ａ（平成 24年 3月 30日） 

（問 31）利用者に対し連続して 30 日を超えて短期利用共同生活介護を行っている場合に

おいて、30 日を超える日以降に行った短期利用共同生活介護については、短期利用共同生

活介護費は算定できないが、その連続する期間内に介護予防短期利用共同生活介護の利用

実績がある場合はどのように取り扱うのか。 

（答）当該期間内に介護予防短期利用共同生活介護の利用実績がある場合は、その期間を含

める取扱いとなる。 

 

入居等の日数の数え方について 

入居又は入所の日数については、原則として、入所等した日及び退所等した日の両方を含

むものとする。 

ただし、同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、認知症

対応型共同生活介護事業所、 地域密着型介護老人福祉施設、特定施設又は介護保険施設

（以下、「介護保険施設等」という。）の間で、又は隣接若しくは近接する敷地における介護

保険施設等であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているものの間で、利用者

等が一の介護保険施設等から退所等をしたその日に他の介護保険施設等に入所等する場合

については、入所等の日は含み、退所等の日は含まれない。 

なお、介護保険施設等を退所等したその日に当該介護保険施設等と同一敷地内にある病

院若しくは診療所の病床であって医療保険の診療報酬が適用されるもの又は当該介護保険

施設等と隣接若しくは近接する敷地における病院若しくは診療所の医療保険適用病床であ

って当該介護保険施設等との間で相互に職員の兼務や施設の共有等が行われているものに

入院する場合は、介護保険施設等においては退所等の日は算定されず、また、同一敷地内等

の医療保険適用病床を退院したその日に介護保険施設等に入所等する場合は、介護保険施

設等においては入所等の日は算定しない。 

 

サービス種類相互の算定関係 

利用者等が次のサービスを受けている間は、各サービスは算定しない。 

認知症対応型共同生活介護 

居宅療養管理指導費を除くその他の居宅サービス、

地域密着型サービス 

※ 認知症対応型共同生活介護の提供に必要がある場

合、事業者の費用負担により提供。 

小規模多機能型居宅介護 

訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理

指導・福祉用具貸与を除く居宅サービス・地域密着型

サービス 

認知症対応型通所介護 

⑴ 短期入所生活介護 

⑵ 短期入所療養介護 

⑶ 特定施設入居者生活介護 

⑷ 小規模多機能型居宅介護 

⑸ 認知症対応型共同生活介護 

⑹ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

⑺ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

⑻ 看護小規模多機能型居宅介護 

看護小規模多機能型居宅介護 
訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・福祉

用具貸与を除く居宅サービス・地域密着型サービス 
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「人員・設備及び運営基準」及び「報酬算定基準」等に関するＱ＆Ａ

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/qa/ind

ex.html 

「介護と医療の関係」 

平成 30年 3月 30日 保医発 0330第 2号 

「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連

する事項等について」の一部改正について 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000204855.pdf 

 

介護給付費算定に係る体制等に関する届出について 

届出に係る加算等の算定の開始時期（算定される単位数が増えるものに限る） 

加算等の体制届が受理された日の翌月（受理日が月の初日の場合は当該月）から算定開

始。ただし、届出の添付書類の不備等により算定要件の確認ができない場合もあるため、

早めに提出をすること。 

 

事後調査等によって届出時点で加算の要件に合致していないことが判明した場合 

⑴ 指導しても改善されない場合 

① 届出の受理は取消され届出はなかったことになり、その加算全体が無効になる。 

② 受領していた介護給付費は不当利得になり返還する。 

③ 指定事業者は厳正な指導を受け、悪質な場合(不正・不当な届出が繰り返し行われ

る等)は指定を取り消される。 

⑵ 改善した場合 

 ① 届出時点～判明時点：受領していた介護給付費は、不当利得になり返還する。 

 ② 判明時点～要件合致時点：その加算は算定しない。 

 

加算等が算定されなくなる場合 

⑴ 事業所の体制が加算を算定されない状況になった場合 

⑵ 事業所の体制が加算を算定されなくなることが明らかな場合 

 ① 速やかにその旨を届け出ること。 

 ② 実発生日から加算を算定しない。 

※ 届出をしないで加算等を請求した場合は、不正請求になる。 

※ 支払われた介護給付費は不当利得になるので返還する。 

※ 悪質な場合は、指定が取り消される。 

 

利用者に対する利用者負担金の過払い分の返還 

保険者への返還時と同時に利用者に対して、利用者負担金の過払い金に利用者毎の返還

金計算書を付けて返還する。 

※ 利用者等から受領書を受け取り事業所で保存する。 

 

★認知症対応型共同生活介護費の加算・減算について 

★定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について【留意事項通知 １⑹】 

① 認知症対応型共同生活介護について当該事業所の利用者等の定員を上回る利用者等を

入所等させている場合（いわゆる定員超過利用の場合）においては、介護給付費の減額

を行うこととし、通所介護費等の算定方法において、定員超過利用の基準及び単位数の
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算定方法を明らかにしているところであるが、適正なサービスの提供を確保するための

規定であり、定員超過利用の未然防止を図るよう努めるものとする。 

② この場合の利用者等の数は、1月間（歴月）の利用者等の数の平均を用いる。この場

合、1月間の利用者等の数の平均は、当該月の全利用者等の延数を当該月の日数で除し

て得た数とする。この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点以下を切り上げるも

のとする。 

③ 利用者等の数が、通所介護費等の算定方法に規定する定員超過利用の基準に該当するこ

ととなった事業所については、その翌月から定員超過利用が解消されるに至った月まで、

利用者等の全員について、所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従

って減算され、定員超過利用が解消されるに至った月の翌月から通常の所定単位数が算定

される。 

④ 定員超過利用が行われている事業所に対しては、その解消を行うよう指導し、当該指

導に従わず定員超過利用が 2月以上継続する場合には、特別な事情がある場合を除き指

定の取消しを検討する。 

⑤ 災害の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用については、当該定員超過利用

が開始した月（災害等が生じた時期が月末であって、定員超過利用が翌月まで継続する

ことがやむを得ないと認められる場合は翌月も含む。）の翌月から所定単位数の減算を

行うことはせず、やむをない理由がないにもかかわらずその翌月まで定員を超過した状

態が継続している場合に、災害等が生じた月の翌々月から所定単位数の減算を行うもの

とする。 

 

★人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について【留意事項通知 1⑻】 

① 認知症対応型共同生活介護については、当該事業所の職員の配置数が人員基準上満た

すべき員数を下回っているいわゆる人員基準欠如に対し、介護給付費の減額を行うこと

とし、通所介護費等の算定方法において、人員基準欠如の基準及び単位数の算定方法を

明らかにしているところであるが、これは、適正なサービスの提供を確保するための規

定であり、人員基準欠如の未然防止を図るよう努めるものとする。 

② 人員基準上満たすべき職員の員数を算定する際の利用者数等は、当該年度の前年度の

平均を用いる。（ただし、新規開設又は再開の場合は推定数による。）。この場合、利

用者数等の平均は、前年度の全利用者等の延数を当該前年度の日数で除して得た数とす

る。この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点第 2位以下を切り上げるものとす

る。 

③ 看護・介護職員の人員基準欠如については、 

 イ 人員基準上必要とされる員数から 1割を超えて減少した場合には、その翌月から人

員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所

介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算され、 

 ロ 1割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至

った月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定す

る算定方法に従って減算される（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至

っている場合を除く。）。 

 ハ 認知症対応型共同生活介護事業所については、指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準第 90条第 1項に規定する介護従業者は前記イ及びロに

より取り扱うこととする。 

④ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々月から人員基準欠如が解消

されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法
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に規定する算定方法に従って減算される（ただし、翌月の末日において人員基準を満た

すに至っている場合を除く。）。 

認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者が必要な研修を修了してい

ない場合及び認知症対応型共同生活介護事業所（サテライト型認知症対応型共同生活介

護事業所を除く。）における計画作成担当者のうち、介護支援専門員を配置していない

場合についても、同様の取扱いとする。ただし、都道府県における研修の開催状況を踏

まえ、研修を修了した職員の離職等により人員基準欠如となった場合に、計画作成担当

者を新たに配置し、かつ、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申込を行い、当

該計画作成担当者が研修を修了することが確実に見込まれるときは、当該研修を修了す

るまでの間は減算対象としない取扱いとする。なお、当該計画作成担当者が受講予定の

研修を修了しなかった場合は、通常の減算の算定方法に従って、人員基準欠如が発生し

た翌々月から減算を行うこととするが、当該計画作成担当者が研修を修了しなかった理

由が、当該計画作成担当者の急な離職等、事業所の責に帰すべき事由以外のやむを得な

いものである場合であって、当該離職等の翌々月までに、研修を修了することが確実に

見込まれる計画作成担当者を新たに配置したときは、当該研修を修了するまでの間は減

算対象としない取扱いとすることも差し支えない。 

⑤ 著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、利用定員等の見直し、事業の

休止等を指導し、当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の

取消しを検討するものとする。 

※ 事業所が複数の共同生活住居を有しているときは、そのいずれか一つにでも職員の欠

員等が生じていれば、当該事業所全体につき人員基準違反となり減算が適用される。 

 

介護制度改革 informationＱ＆Ａ（平成 18年 6月 8日） 

（問）認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者及び小規模多機能型居宅

介護事業所における介護支援専門員が必要な研修を修了していない場合の減算（所定単位

数の 100分の 70を算定）について、職員の突然の離職等により研修修了要件を満たさなく

なった場合、必要な研修は年間 3、4 回程度しか実施されていないにもかかわらず、研修が

開催されるまでの間は減算の適用を受けることになるのか。保険者の判断により、研修の申込

を行っている場合は減算対象としないといった取扱いをすることは可能か。 

（答） 

⑴ 減算の取扱いについて 

① 認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者等が必要な研修を修了して

いない場合の人員基準欠如については、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至

った月まで利用者全員について減算されるが、翌月の末日において人員基準を満たして

いれば減算されないこととなっている。 

② 職員の離職等により新たに計画作成担当者等を配置した場合であっても、研修修了要

件を満たしていないときは、原則として、研修の開催状況にかかわらず減算の対象となる。 

③ しかしながら都道府県における研修の開催状況等を踏まえ、職員の離職等の後、新たに

計画作成担当者等を配置し、かつ市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申込を行

い、当該計画作成担当者等が研修を修了することが確実に見込まれる場合は、当該研修を

修了するまでの間は減算対象としないこととする。 

④ なお、受講予定の研修を修了しなかった場合においては、通常の減算の算定方法に基づ

き、（人員基準欠如が発生した翌々月から）減算を行うこととする。 

⑵ 研修受講上の配慮 

⑤ 市町村においては、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」（老計発第
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0331007 厚生労働省老健局計画課長通知）に定める研修受講に当たっての都道府県への

「推薦書」の余白等を活用して、「当該事業所は職員の離職等により人員基準欠如となっ

たが当該職員に代わる新たな職員を配置しており、新たな職員に対して早期に研修を受

講させる必要がある。」旨を明記し、都道府県がその状況が確認できるようにすること。 

⑥ 都道府県においては、市町村から上記「推薦書」が提出された場合には、新たに配置さ

れた職員に早期に研修を修了させて、実務に活かされるようにする観点から、当該職員を

優先して最も近い研修を受講させるよう配慮させたい。 

 

★夜勤体制による減算について【留意事項通知 1⑼】 

① 夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の所定単位数の減算に係る規定を置いて

いるところであるが、これらの規定は、夜間の安全の確保及び利用者等のニーズに対応し、

適正なサービスの提供を確保するための規定であり、夜勤を行う看護職員又は介護職員

の員数不足の未然防止を図るよう努めるものとする。 

② 夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の減算については、ある月（歴月）におい

て以下のいずれかの事態が発生した場合に、その翌月において利用者等の全員について、

所定単位数が減算されることとする。 

イ 夜勤時間帯（午後 10 時から翌日の午前 5 時までの時間を含めた連続する 16 時間を

いい、原則として事業所ごとに設定するものとする。）において夜勤を行う職員数が夜

勤職員基準に定める員数に満たない事態が 2日以上連続して発生した場合 

ロ 夜勤時間帯において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める員数に満たない事態

が 4日以上発生した場合 

③ 夜勤を行う職員の員数の算定における利用者数の数については、「留意事項通知 1⑻

②」を準用すること。この場合において「小数点第 2位以下」とあるのは「小数点以下」

と読み替えるものとすること。 

④ 夜勤職員基準に定められる夜勤を行う職員の員数は、夜勤時間帯を通じて配置される

べき職員の員数であり、複数の職員が交代で勤務することにより当該基準を満たして構

わないものとする。 

⑤ 夜勤を行う職員の不足状態が続く場合には、夜勤を行う職員の確保を指導し、当該指導

に従わない場合は、指定の取消しを検討するものとする。 

 

介護保険Ｑ＆Ａ（令和 3年 3月 29日） 

（問 23）3 ユニットで 2 名の夜勤配置に常勤換算で 1 名を追加配置した場合は対象となる

か。 

（答）当該配置は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第 90

条第 1 項ただし書き及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスにっかる介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準第 70 条第 1 項ただし書きに規定する、3 ユニットの場合であって各ユニットが同

一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造

で、安全対策（マニュアルの策定、訓練の実施）を取っていることを要件とする例外措置（こ

の場合、利用者のケアの質の確保や職員の業務負担にも十分に配慮すること。）であり、本

加算制度においては通常の配置を超えて夜勤職員を手厚く配置していることを評価してい

るものであることから、ご質問の配置では加算対象とならない。 

 

 

 



- 46 - 

★身体拘束廃止未実施減算（介護予防含む）【地域密着型報酬告示 5 注2】 

別に、厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算とし

て、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

 

留意事項【留意事項通知 6⑵】 

身体拘束廃止未実施減算については、事業所において身体拘束等が行われていた場合で

はなく、指定地域密着型サービス基準第 97 条第 6 項の記録（同条第 5 項に規定する身体

拘束等を行う場合の記録）を行っていない場合及び同条第 7 項に規定する措置を講じてい

ない場合に、利用者全員について所定単位数から減算することとなる。具体的には、記録

を行っていない、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を 3 月に 1 回以上

開催していない、身体的拘束等の適正化のための指針を整備していない又は身体的拘束等

の適正化のための定期的な研修を実施していない事実が生じた場合、速やかに改善計画を

市町村長に提出した後、事実が生じた月から 3 月後に改善計画に基づく改善状況を保険者

に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、

利用者全員について所定単位数から減算することとする。 

 

★３ユニットで夜勤を行う職員の員数を2人以上とする場合（介護予防含む） 

【地域密着型報酬告示 5 注3】 

 共同生活住居の数が3である事業所が、夜勤を行う職員の員数を2人以上とする場合（指

定地域密着型サービス基準第90条第1項ただし書に規定する場合に限る。）に、利用者に

対して、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、所定単位数から1日につき50単

位を差し引いて得た単位数を算定する。 

 

夜間支援体制加算（介護予防含む）【地域密着型報酬告示 5 注4】 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定

認知症対応型共同生活介護事業所については、当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につ

き次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

夜間支援体制加算（Ⅰ） 50単位 

夜間支援体制加算（Ⅱ） 25単位 

 

厚生労働大臣が定める施設基準【施設基準・三十二】 

イ 夜間支援体制加算（Ⅰ） 

⑴ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

⑵ 認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ）又は短期利用認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ）の

施設基準に該当するものであること。 

⑶ 夜勤を行う介護従業者及び宿直勤務に当たる者の合計数が 2以上であること。 

ロ 夜間支援体制加算（Ⅱ） 

⑴ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

⑵ 認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ）又は短期利用認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ）の

施設基準に該当するものであること。 

⑶ 夜勤を行う介護従業者及び宿直勤務に当たる者の合計数が、当該指定認知症対応型共

同生活介護事業所を構成する共同生活住居の数に 1を加えた数以上であること。 

 

留意事項【留意事項通知 6⑶】 

 当該加算は、認知症対応型共同生活介護事業所の一の共同生活住居につき、夜間及び深夜
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の時間帯を通じて 1 の介護従業者を配置している場合において、それに加えて常勤換算方

法で 1 以上の介護従業者又は 1 以上の宿直勤務に当たる者を配置した場合に算定するもの

とすること。ただし、全ての開所日において、夜間及び深夜の時間帯の体制が人員配置基準

を上回っているものとする。 

 

介護保険Ｑ＆Ａ（平成 27年 4月 1日） 

（問 174）認知症対応型共同生活介護事業所と他の介護保険サービス事業所が同一建物で併

設している場合に、両事業所で同時並行的に宿直勤務を行っていると解して、建物として 1

名の宿直勤務をもって、夜間支援体制加算を算定することは可能か。 

（答）本加算は、事業所内の利用者の安全確保を更に強化するための加配を評価するための

ものであることから、原則として算定は認められない。ただし、認知症対応型共同生活介護

事業所に小規模多機能型居宅介護事業所が併設されている場合で、以下の要件を満たすほ

か、入居者の処遇に支障がないと認められたことにより、1名の夜勤職員が両事業所の夜勤

の職務を兼ねることができることに準じて、同様の要件を満たしている場合には、建物に 1

名の宿直職員を配置することをもって、加算を算定することとしても差し支えない。 

・ 認知症対応型共同生活介護の定員と小規模多機能型居宅介護事業所の泊まりの定員の

合計が 9人以内であること。 

・ 認知症対応型共同生活介護と小規模多機能型居宅介護が同一階に隣接しており、一体

的な運用が可能な構造であること。 

 

介護保険Ｑ＆Ａ（平成 27年 4月 1日） 

（問 173）小規模多機能型居宅介護における夜間の宿直勤務にあたる職員は、必ずしも事業

所内で宿直する必要はないものとされているが、認知症対応型共同生活介護における夜間

支援体制加算の算定要件である宿直勤務の職員も同様の取扱いと考えてよいか。 

（答）事業所内での宿直が必要となる。なお、認知症対応型共同生活介護における夜間支援

体制加算での宿直職員は、事業所内の利用者の安全確保をさらに強化するために配置され

ているものである一方で、小規模多機能型居宅介護における夜間の宿直職員は、主として登

録者からの連絡を受けての訪問サービスに対応するための配置であることから、その配置

の考え方は異なるものである。 

 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 （短期利用型のみ・介護予防含む） 

【地域密着型報酬告示 5 注 5】 

医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に

指定認知用対応型共同生活介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定認

知症対応型共同生活介護を行った場合は、入居を開始した日から起算して 7 日を限度とし

て、1日につき 200単位を算定する。 

 

留意事項【留意事項通知 6⑷】 

① 「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の障害に伴う、妄想・幻覚・

興奮・暴言等の症状を指すものである。 

② 本加算は、利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に短期利用認知症対

応型共同生活介護が必要であると医師が判断した場合であって、介護支援専門員、受け入

れ事業所の職員と連携し、利用者又は家族の同意の上、短期利用認知症対応型共同生活介

護の利用を開始した場合に算定することができる。本加算は医師が判断した当該日又は

その次の日に利用を開始した場合に限り算定できるものとする。この際、短期利用認知症

対応型共同生活介護ではなく、医療機関における対応が必要であると判断される場合に
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あっては、速やかに適当な医療機関の紹介、情報提供を行うことにより、適切な医療が受

けられるように取り計らう必要がある。 

③ 次に掲げる者が、直接、短期利用認知症対応型共同生活介護の利用を開始した場合には、 

当該加算は算定できないものであること。 

a 病院又は診療所に入院中の者 

b 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者 

c 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、特定施設入居者生

活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、短期利用認知症対応型共同生活介護、

短期利用特定施設入居者生活介護及び地域密着型短期利用特定施設入居者生活介護を

利用中の者 

④ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておくこと。また、事業所 

も判断を行った医師名、日付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画

書に記録しておくこと。 

⑤ 7日を限度として算定することとあるのは、本加算が「認知症の行動・心理症状」が認

められる利用者を受け入れる際の初期の手間を評価したものであるためであり、利用開

始後 8 日目以降の短期利用認知症対応型共同生活介護の利用の継続を妨げるものではな

いことに留意すること。 

 

介護保険Ｑ＆Ａ（平成 21年 3月 23日） 

（問 110）入所が予定されており、入所予定期間と実際の緊急入所の期間が重なっている場

合であっても、本来の入所予定日前に緊急に入所した場合、7日分算定が可能か。 

（答）当初の入所予定期間も含め、認知症行動・心理症状により緊急に入所した日から 7日

間以内で算定できる。 

 

介護保険Ｑ＆Ａ（平成 21年 3月 23日） 

（問 111）入所予定日当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症状で入所した場合

は算定できるか。 

（答）本加算制度は予定外で緊急入所した場合の受入れの手間を評価するものであること

から、予定どおりの入所は対象とならない。 

 

若年性認知症利用者受入加算（介護予防含む）【地域密着型報酬告示 5 注 6】 

 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定認知

症対応型共同生活介護事業所において、若年性認知症利用者に対して、指定認知症対応型共

同生活介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、1日につき 120単位を所

定単位数に加算する。ただし、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は、

算定しない。 

 

厚生労働大臣が定める基準【大臣基準告示・十八】 

 受け入れた若年性認知症利用者（初老期における認知症によって要介護者となった者）ご

とに個別の担当者を定めていること。 

 

留意事項【留意事項通知 6⑸】 

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定め、その者を中心に，利用者の特

性やニーズに応じたサービスの提供を行うこと。 
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介護保険Ｑ＆Ａ（平成 21年 3月 23日） 

（問 101）一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。 

（答）65歳の誕生日の前々日までは対象である。 

 

介護保険Ｑ＆Ａ（平成 21年 3月 23日） 

（問 102）担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。 

（答）若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介護職員の中から定めて

いただきたい。人数や資格等の要件は問わない。 

 

利用者が入院したときの費用の算定（介護予防含む）【地域密着型報酬告示 5 注 7】 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定認知

症対応型共同生活介護事業所において、利用者が病院又は診療所への入院を要した場合は、

1月に 6日を限度として所定単位数に代えて 1日につき 246単位を算定する。ただし、入院

の初日及び最終日は、算定できない。 

 

厚生労働大臣が定める基準【大臣基準告示・五十八の四】 

利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後 3月以内

に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要

に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び 

当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に円滑に入居することができる体制を確保して

いること。 

 

留意事項【留意事項通知 6⑹】 

① あらかじめ、利用者に対して、入院後 3月以内に退院することが明らかに見込まれると 

きは、その者及びその家族等の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与すると

ともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定認知症対応型共同生

活介護事業所に円滑に入居することができる体制を確保していることについて説明を行

うこと。 

イ 「退院することが明らかに見込まれるとき」に該当するか否かは、利用者の入院先の 

病院又は診療所の当該主治医に確認するなどの方法により判断すること。 

ロ 「必要に応じて適切な便宜を供用」とは、利用者及びその家族の同意の上での入退院

の手続きや、その他の個々の状況に応じた便宜を図ることを指すものである。 

ハ 「やむを得ない事情がある場合」とは、単に当初予定の退院日に居室の空きがないこ

とをもって該当するものではなく、例えば、利用者の退院が予定より早まるなどの理由

により、居室の確保が間に合わない場合等を指すものである。事業所側の都合は、基本

的には該当しないことに留意すること。 

ニ 利用者の入院の期間中の居室は、短期利用認知症対応型共同生活介護等に利用して

も差し支えないが、当該利用者が退院する際に円滑に再入居できるよう、その利用は計

画的なものでなければならない。 

② 入院期間には初日及び最終日は含まないので、連続して 7 泊の入院を行う場合の入院

期間は、6日と計算される。 

（例）入院期間：3月 1日～3月 8日（8日間） 

3月 1日 入院の開始･･･所定単位数を算定 

3月 2日～3月 7 日（6日間）･･･1日につき 246単位を算定可 

3月 8日 入院の終了･･･所定単位数を算定 
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③ 利用者の入院の期間中にそのまま退去した場合は、退去した日の入院時の費用は算定

できる。 

④ 利用者の入院の期間中で、かつ入院時の費用の算定期間中にあっては、当該利用者が使

用していた居室を他のサービスに利用することなく空けておくことが原則であるが、当

該利用者の同意があれば、その居室を短期利用認知症対応型共同生活介護等に活用する

ことは可能である。ただし、この場合に入院時の費用は算定できない。 

⑤ 入院時の取扱い 

イ 入院時の費用の算定にあたって、1回の入院で月をまたがる場合は、最大で 13泊（12 

日分）まで入院時の費用の算定が可能であること。 

（例）月をまたがる入院の場合 入院期間：1月 25日～3月 8日 

1月 25日 入院･･･所定単位数を算定 

1月 26日～1月 31日（6日間）･･･1日につき 246単位を算定可 

2月 1日～2月 6日（6日間）･･･1日につき 246単位を算定可 

2月 7日～3月 7日･･･費用算定不可 

3月 8日 退院･･･所定単位数を算定 

ロ 利用者の入院の期間中は、必要に応じて入退院の手続きや家族、当該医療機関等への

連絡調整、情報提供などの業務にあたること。 

 

介護保険Ｑ＆Ａ（平成 30年 3月 23日） 

（問 112）入院時の費用の算定について、３ヶ月入院した場合に、次のように、毎月６日を

限度として加算を認めることは差し支えないか。 

  （例）4月 1日から 6月 30日までの 3ヶ月入院した場合 

     4月 1日   （入院） 

     4月 2日～ 7日（一日につき 246単位を算定） 

     4月 8日～30日 

     5月 1日～ 6日（一日につき 246単位を算定） 

     5月 7日～31日 

     6月１日～ 6日（一日につき 246単位を算定） 

     6月 7日～29日 

     6月 30日   （退院） 

（答）平成 18年 3月 31日老計発第 0331005号、老老発第 0331018号第 2－6(6)－⑤に示す

ように入院当初の期間が、最初の月から翌月へ連続して跨る場合は、都合 12日まで算定可

能であるが、事例のような毎月ごとに 6日間の費用が算定できるものではない。 

 

看取り介護加算（短期利用型及び介護予防は無し）【地域密着型報酬告示 5 注 8】 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定

認知症対応型共同生活介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利

用者については、看取り介護加算として、死亡日以前 31 日以上 45 日以下については 1 日

につき 72 単位を、死亡日以前 4 日以上 30 日以下については 1 日につき 144 単位を、死亡

日の前日及び前々日については 1日につき 680単位を、死亡日については 1日につき 1,280

単位を死亡月に加算する。ただし、退居した日の翌日から死亡日までの間又は医療連携体制

加算を算定していない場合は、算定しない。 

 

厚生労働大臣が定める施設基準【施設基準・三十三】 

イ 看取りに関する指針を定め、入居の際に利用者又はその家族等に対して、当該指針の内
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容を説明し、同意を得ていること。 

ロ 医師、看護職員（事業所の職員又は事業所と密接な連携を確保できる範囲内の距離にあ

る病院・診療所・訪問看護ステーションの職員に限る。）、介護職員、介護支援専門員その

他の職種の者による協議の上、当該事業所における看取りの実績等を踏まえ、適宜、利用

者の看取りに関する指針の見直しを行うこと。 

ハ 看取りに関する職員研修を行っていること。 

 

厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者【利用者等告示・四十】 

次のいずれにも適合している利用者 

イ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者で

あること。 

ロ 医師、看護職員（事業所の職員又は事業所と密接な連携を確保できる範囲内の距離にあ

る病院・診療所・訪問看護ステーションの職員に限る。）、介護支援専門員その他の職種の

者（以下、「医師等」）が共同で作成した利用者の介護に係る計画について、医師等のうち

その内容に応じた適当な者から説明を受け、当該計画について同意している者（その家族

等が説明を受けた上で、同意している者を含む。）であること。 

ハ 看取りに関する指針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ随時、医師等の相

互の連携の下、介護記録等利用者に関する記録を活用し行われる介護についての説明を

受け、同意した上で介護を受けている者（その家族等が説明を受け、同意している者を含

む。）であること。 

 

留意事項【留意事項通知 6⑺】 

① 看取り介護加算は、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みが

ないと診断した利用者について、その旨を利用者又はその家族（以下「利用者等」という。）

に対して説明し、その後の療養及び介護に関する方針についての合意を得た場合におい

て、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等が共同して、随時、利用者等に対して

十分な説明を行い、療養及び介護に関する合意を得ながら、利用者がその人らしく生き、

その人らしい最期が迎えられるよう支援することを主眼として設けたものである。 

② 利用者等告示第四十号ロに定める看護職員については、認知症対応型共同生活介護事

業所において利用者の看取り介護を行う場合、利用者の状態に応じて随時の対応が必要

であることから、当該認知症対応型共同生活介護事業所と密接な連携を確保できる範囲

内の距離にある病院、診療所若しくは訪問看護ステーション（以下「訪問看護ステーショ

ン等」という。）の職員に限るとしているところである。具体的には、当該認知症対応型

共同生活介護事業所と訪問看護ステーション等が、同一市町村内に所在している又は同

一市町村内に所在していないとしても、自動車等による移動に要する時間がおおむね 20

分以内の近距離に所在するなど、実態として必要な連携をとることができることが必要

である。 

③ 認知症対応型共同生活介護事業所は、利用者に提供する看取り介護の質を常に向上さ

せていくためにも、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のサイクル(PDCA

サイクル) により、看取り介護を実施する体制を構築するとともに、それを強化していく

ことが重要であり、具体的には、次のような取組が求められる。 

イ 看取りに関する指針を定めることで事業所の看取りに対する方針等を明らかにする

（Plan）。 

ロ 看取り介護の実施に当たっては、当該利用者に係る医師の診断を前提にして、介護に 

係る計画に基づいて、利用者がその人らしく生き、その人らしい最期が迎えられるよう
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支援を行う（Do)。 

ハ 多職種が参加するケアカンファレンス等を通じて、実施した看取り介護の検証や、職 

員の精神的負担の把握及びそれに対する支援を行う（Check）。 

ニ 看取りに関する指針の内容その他看取り介護の実施体制について、適宜、適切な見直

しを行う（Action）。 

なお、認知症対応型共同生活介護事業所は、看取り介護の改善のために、適宜、家

族等に対する看取り介護に関する報告会並びに利用者等及び地域住民との意見交換に

よる地域への啓発活動を行うことが望ましい。 

④ 質の高い看取り介護を実施するためには、多職種連携により、利用者等に対し十分な説

明を行い、理解を得るよう努力することが不可欠である。具体的には、認知症対応型共同

生活介護事業所は、看取り介護を実施するに当たり、終末期にたどる経過、事業所等にお

いて看取りに際して行いうる医療行為の選択肢、医師や医療機関との連携体制などにつ

いて、利用者等の理解が得られるよう継続的な説明に努めることが重要である。加えて説

明の際には、利用者等の理解を助けるため、利用者に関する記録を活用した説明資料を作

成し、その写しを提供すること。 

⑤ 看取り介護の実施に当たっては、管理者を中心として、看護職員、介護職員、介護支援

専門員等による協議の上、看取りに関する指針が定められていることが必要であり、同指

針に盛り込むべき項目としては、例えば、以下の事項が考えられる。 

イ 当該事業所の看取りに関する考え方 

ロ 終末期にたどる経過（時期、プロセスごと）とそれに応じた介護の考え方 

ハ 事業所において看取りに際して行いうる医療行為の選択肢 

ニ 医師や医療機関との連携体制（夜間及び緊急時の対応を含む） 

ホ 利用者等への情報提供及び意思確認の方法 

ヘ 利用者等への情報提供に供する資料及び同意書の書式 

ト 家族等への心理的支援に関する考え方 

チ その他看取り介護を受ける利用者に対して事業所の職員が取るべき具体的な対応の

方法 

⑥ 看取りに関する指針に盛り込むべき内容を、施設基準第三十四号イ⑶に規定する重度

化した場合の対応に係る指針に記載する場合は、その記載をもって看取りに関する指針

の作成に代えることができるものとする。また、重度化した場合の対応に係る指針をもっ

て看取りに関する指針として扱う場合は、適宜見直しを行うこと。 

⑦ 看取り介護の実施に当たっては、次に掲げる事項を介護記録等に記録するとともに、多

職種連携を図るため、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等による適切な情報共

有に努めること。 

イ 終末期の身体症状の変化及びこれに対する介護等についての記録 

ロ 療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対するケアに

ついての記録 

ハ 看取り介護の各プロセスにおいて把握した利用者等の意向と、それに基づくアセス

メント及び対応についての記録 

⑧ 利用者等に対する随時の説明に係る同意については、口頭で同意を得た場合は、介護記

録にその説明日時、内容等を記載するとともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要

である。また、利用者が十分に判断をできる状態になく、かつ家族の来所が見込まれない

ような場合も、医師、看護職員、介護職員等が利用者の状態等に応じて随時、利用者に対

する看取り介護について相談し、共同して看取り介護を行っていると認められる場合に

は、看取り介護加算の算定は可能である。 
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この場合には、適切な看取り介護が行われていることが担保されるよう介護記録に職

員間の相談日時、内容等を記載するとともに、利用者の状態や家族と連絡を取ったにもか

かわらず事業所への来所がなかった旨を記載しておくことが必要である。 

なお、家族が利用者の看取りについて共に考えることは極めて重要であり、事業所は連

絡をしたにも関わらず来所がなかったとしても、継続的に連絡を取り続け、可能な限り家

族の意思を確認しながら介護を進めていくことが重要である。 

⑨ 看取り介護加算は、利用者等告示第四十号に定める基準に適合する看取り介護を受け

た利用者が死亡した場合に、死亡日を含めて 45日を上限として、認知症対応型共同生活

介護事業所において行った看取り介護を評価するものである。 

死亡前に自宅へ戻ったり、医療機関へ入院したりした後、自宅や入院先で死亡した場合

でも算定可能であるが、その際には、当該認知症対応型共同生活介護事業所において看取

り介護を直接行っていない退居した日の翌日から死亡日までの間は、算定することがで

きない。（したがって、退居した日の翌日から死亡日までの期間が 45 日以上あった場合

には、看取り介護加算を算定することはできない。） 

なお、看取り介護に係る計画の作成及び看取り介護の実施にあたっては、厚生労働省

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考に

しつつ、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針が実施できるよう、多職種が連携し、本

人及びその家族と必要な情報の共有等に努めること。 

⑩ 認知症対応型共同生活介護事業所を退居等した月と死亡した月が異なる場合でも算定

可能であるが、看取り介護加算は死亡月にまとめて算定することから、利用者側にとって

は、事業所に入居していない月についても自己負担を請求されることになるため、利用者

が退居等する際、退居等の翌月に亡くなった場合に、前月分の看取り介護加算に係る一部

負担の請求を行う場合があることを説明し、文書にて同意を得ておくことが必要である。 

⑪ 認知症対応型共同生活介護事業所は、退居等の後も継続して利用者の家族への指導や

医療機関に対する情報提供等を行うことが必要であり、利用者の家族、入院先の医療機関

等との継続的な関わりの中で、利用者の死亡を確認することができる。 

なお、情報の共有を円滑に行う観点から、事業所が入院する医療機関等に利用者の状態

を尋ねたときに、当該医療機関等が事業所に対して本人の状態を伝えることについて、退

居等の際、利用者等に対して説明をし、文書にて同意を得ておくことが必要である。 

⑫ 利用者が入退院をし、又は外泊した場合であって、当該入院又は外泊期間が死亡日以前 

45日の範囲内であれば、当該入院又は外泊期間を除いた期間について、看取り介護加算

の算定が可能である。 

⑬ 入院若しくは外泊又は退居の当日について看取り介護加算を算定できるかどうかは、

当該日に所定単位数を算定するかどうかによる。 

⑭ 家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生

活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日

常生活を営むことができるようにするという認知症対応型共同生活介護の事業の性質に

鑑み、1月に 2人以上が看取り介護加算を算定することが常態化することは、望ましくな

いものであること。 

 

初期加算（介護予防含む）【地域密着型報酬告示 5 ハ注】 

入居した日から起算して 30日以内の期間については、初期加算として、1日につき 30単

位を加算する。30 日を超える病院又は診療所への入院後に指定認知症対応型共同生活介護

事業所に再び入居した場合も、同様とする。 
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留意事項【留意事項通知 6⑻】 

① 初期加算は、当該入所者が過去 3か月間（ただし、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又は

Ｍに該当する者の場合は過去 1月間とする。）の間に、当該事業所に入居したことがない

場合に限り算定できることとする。 

② 短期利用認知症対応型共同生活介護を利用していた者が日を空けることなく引き続き

当該認知症対応型共同生活介護事業所に入居した場合（短期利用認知症対応型共同生活

介護の利用を終了した翌日に当該認知症対応型共同生活介護事業所に入居した場合も含

む。）については、初期加算は入居直前の短期認知症対応型共同生活介護の利用日数を 30

日から控除して得た日数に限り算定するものとする。 

③ 30 日を超える病院又は診療所への入院後に再入居した場合は、①にかかわらず、初期

加算が算定される。 

 

全国介護保険・高齢者福祉保健担当課長会議Ｑ＆Ａ（平成 19年 2月 19日） 

（問 16）認知症高齢者グループホームにおいて短期利用している利用者が当該認知症高齢

者グループホームに引き続き入居することになった場合、初期加算は何日間算定すること

ができるのか。 

（答）認知症高齢者グループホームにおいて短期利用している利用者が日を空けることな

く引き続き当該認知症高齢者グループホームに入居した場合、初期加算は、30 日から入居

直前の短期利用の利用日数を控除して得た日数に限り算定できるものである。 

 

医療連携体制加算（介護予防は無し）【地域密着型報酬告示 5 ニ注】 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定認知

症対応型共同生活事業所において、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基

準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げる

いずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

医療連携体制加算（Ⅰ） 39単位 

医療連携体制加算（Ⅱ） 49単位 

医療連携体制加算（Ⅲ） 59単位 

 

厚生労働大臣が定める施設基準【施設基準・三十四】 

イ 医療連携体制加算（Ⅰ） 

⑴ 事業所の職員として又は病院、診療所若しくは訪問看護ステーションとの連携により、

看護師を 1名以上確保していること。 

⑵ 看護師により 24 時間連絡できる体制を確保していること。 

⑶ 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に利用者又はその家族等に対して、

当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。 

ロ 医療連携体制加算（Ⅱ） 

⑴ 事業所の職員として看護職員を常勤換算方法で 1名以上確保していること。 

⑵ 当該事業所の職員である看護職員又は病院、診療所若しくは指定訪問看護ステーショ

ンの看護師との連携により、24 時間連絡できる体制を確保していること。ただし、⑴の

看護職員が准看護師のみである場合には、病院、診療所又は指定訪問看護ステーションの

看護師により、24 時間連絡できる体制を確保していること。 

⑶ 算定日が属する月の前 12 月間において、次のいずれかに該当する状態の利用者が 1 人

以上であること。 

㈠ 喀痰吸引を実施している状態 
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㈡ 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態 

㈢ 中心静脈注射を実施している状態 

㈣ 人工腎臓を実施している状態 

㈤ 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態 

㈥ 人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態 

㈦ 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態 

 ㈧ 褥瘡に対する治療を実施している状態 

 ㈨ 気管切開が行われている状態 

⑷ イ⑶に該当するものであること。 

ハ 医療連携体制加算（Ⅲ） 

⑴ 事業所の職員として看護師を常勤換算方法で 1名以上配置していること。 

⑵ 事業所の職員である看護師又は病院、診療所若しくは指定訪問看護ステーションの看

護師との連携により、24 時間連絡できる体制を確保していること。 

⑶ イ⑶及びロ⑶に該当すること。 

 

留意事項【留意事項通知 6⑼】 

① 医療連携体制加算は、環境の変化に影響を受けやすい認知症高齢者が、可能な限り継

続して指定認知症対応型共同生活介護事業所で生活を継続できるように、日常的な健康

管理を行ったり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体制を整備

している事業所を評価するものである。 

② 医療連携体制加算（Ⅰ）の体制について、利用者の状態の判断や、認知症対応型共同

生活介護事業所の介護従業者に対し医療面からの適切な指導、援助を行うことが必要で

あることから、看護師の確保を要することとしており、准看護師では本加算は認められ

ない。 

  また、看護師の確保については、同一法人の他の施設に勤務する看護師を活用する場

合は、当該認知症対応型共同生活介護事業所の職員と他の事業所の職員を併任する職員

として確保することも可能である。 

③ 医療連携体制加算（Ⅰ）の体制をとっている事業所が行うべき具体的なサービスとし

ては、 

 ・利用者に対する日常的な健康管理 

 ・通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関（主治医）との連絡・調整 

 ・看取りに関する指針の整備 

 等を想定しており、これらの業務を行うために必要な勤務時間を確保することが必要で

ある。 

④ 医療連携体制加算（Ⅱ）の体制については、事業所の職員として看護師又は准看護師

を常勤換算方法により 1名以上配置することとしているが、当該看護職員が准看護師の

みの体制である場合には、病院、診療所又は訪問看護ステーションの看護師との連携を

要することとしている。 

⑤ 医療連携体制加算(Ⅱ)又は医療連携体制加算(Ⅲ)を算定する事業所においては、③のサ

ービス提供に加えて、協力医療機関等との連携を確保しつつ、医療ニーズを有する利用

者が、可能な限り認知症対応型共同生活介護事業所で療養生活を継続できるように必要

な支援を行うことが求められる。 

加算の算定に当たっては、施設基準第三十四号ロの⑶に規定する利用者による利用実

績（短期利用認知症対応型共同生活介護を利用する者を含む。）があり、当該利用者が

療養生活を送るために必要な支援を行っていることを要件としている。 
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 イ 「喀痰吸引を実施している状態」とは、認知症対応型共同生活介護の利用中に喀痰

吸引を要する利用者に対して、実際に喀痰吸引を実施している状態である。 

 ロ 「呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態」については、当該月において

1週間以上人工呼吸又は間歇的陽圧呼吸を行っていること。 

 ハ 「中心静脈注射を実施している状態」については、中心静脈注射により薬剤の投与

をされている利用者又は中心静脈栄養以外に栄養維持が困難な利用者であること。 

 ニ 「人工腎臓を実施している状態」については、当該月において人工腎臓を実施して

いるものであること。 

 ホ 「重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態」に

ついては、重症不整脈発作を繰り返す状態、収縮期血圧 90mmHg以下が持続する状態

又は酸素吸入を行っても静脈血酸素飽和度 90％以下の状態で常時、心電図、血圧又は

動脈血酸素飽和度のいずれかを含むモニタリングを行っていること。 

 ヘ 「人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態」については、当該利用者に対

して、人工膀胱又は人工肛門に係る皮膚の炎症等に対するケアを行った場合であるこ

と。 

 ト 「経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態」とは、経口摂取が困難で経腸

栄養以外に栄養維持が困難な利用者に対して、経腸栄養を行っている状態であるこ

と。 

 チ 「褥瘡に対する治療を実施している状態」については、以下のいずれかの分類に該

当し、かつ、当該褥瘡に対して必要な処置を行った場合に限ること。 

  第一度：皮膚の発赤が持続している部分があり、圧迫を取り除いても消失しない（皮

膚の損傷はない） 

  第二度：皮膚層の部分的喪失（びらん、水疱、浅いくぼみとして表れるもの）がある 

  第三度：皮膚層がなくなり潰瘍が皮膚組織にまで及ぶ。深いくぼみとして表れ、隣接

組織まで及んでいることもあれば、及んでいないこともある 

  第四度：皮膚層と皮下組織が失われ、筋肉や骨が露出している 

 リ 「気管切開が行われている状態」については、気管切開が行われている利用者につ

いて、気管切開に係るケアを行った場合であること。 

⑥ 「重度化した場合における対応に係る指針」に盛り込むべき項目としては、例えば、

①急性期における医師や医療機関との連携体制、②入院期間中における指定認知症対応

型共同生活介護における居住費や食費の取扱い、③看取りに関する考え方、本人及び家

族との話し合いや意思確認の方法等の看取りに関する指針、などが考えられる。 

  また、医療連携加算算定時には、契約を結んだ上で訪問看護ステーションを利用する

ことが可能となったが、急性増悪時等においては、診療報酬の算定要件に合致すれば、

医療保険による訪問看護が利用可能であることについては、これまでと変わらないもの

である。 

⑦ 医療連携体制をとっている事業所が行うべき具体的なサービスとしては、利用者に対

する日常的な健康管理、通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関（主治

医）との連絡・調整、看取りに関する指針の整備等を想定しており、これらの業務を行

うために必要な勤務時間を確保することが必要である。 

⑧ 介護職員等が喀痰吸引や経管栄養を行うためには一定の研修を受け都道県知事の認定

を受ける必要がある。また、介護職員等による喀痰吸引等を実施する事業所については

都道府県知事の登録を受ける必要がある。 

 

看護職員が変更される場合 
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当該要件にあたる看護職員が変更となる場合は、「医療連携体制加算の届出に関する報告

書」にて、鳥栖地区広域市町村圏組合まで報告すること。 

 

介護制度改革 informationＱ＆Ａ（平成 18年 5月 2日） 

（問 6）看護師の配置については、職員に看護資格をもつものがいればいいのか。看護職員

として専従であることが必要か。 

（答）職員（管理者、計画作成担当者又は介護従業者）として看護師を配置している場合に

ついては、医療連携体制加算を算定できる。訪問看護ステーション等、他の事業所との契約

により看護師を確保する場合については、認知症高齢者グループホームにおいては、看護師

としての職務に専従することが必要である。 

 

介護制度改革 informationＱ＆Ａ（平成 18年 9月 4日） 

（問 51）医療連携体制加算について、看護師により 24時間連絡体制を確保していることと

あるが、同一法人の特別養護老人ホームの看護師を活用する場合、当該看護師が特別養護

老人ホームにおいて夜勤を行うときがあっても、グループホームにおいて 24時間連絡体制

が確保されていると考えてよいか。 

（答）医療連携体制加算は、看護師と常に連携し、必要なときにグループホーム側から看護

師に医療的対応等について相談できるような体制をとることを求めているものであり、特

別養護老人ホームの看護師を活用する場合、当該看護師が夜勤を行うことがあっても、グル

ープホームからの連絡を受けて当該看護師が必要な対応をとることができる体制となって

いれば、24時間連絡体制が確保されていると考えられる。 

 

介護制度改革 informationＱ＆Ａ（平成 18年 5月 2日） 

（問 9）同一法人の他事業所に勤務する看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのよう

に考えられるのか。（他事業所に常勤配置とされている従業者を併任してもよいか。） 

（答）算定の留意事項（通知）にあるとおり、併任で差し支えない。常勤換算については、

双方の事業所における勤務時間数により、それぞれ算定する。 

 

全国介護保険担当課長ブロック会議Ｑ＆Ａ（平成 18年 2月 24日） 

（問 101）医療連携加算算定時に、契約の上で訪問看護ステーションを利用することが可能

となったが、急性増悪時等において、医療保険による訪問看護の利用は可能か。 

（答）診療報酬の算定要件に合致すれば、利用可能である。 

 

介護保険Ｑ＆Ａ（平成 30年 3月 23日） 

（問 118）新設された医療連携体制加算（Ⅱ）・（Ⅲ）の算定要件である前 12 月間における

利用実績と算定期間の関係性如何。 

（答）算定要件に該当する者の利用実績と算定の可否については以下のとおり。 

前年度 
４ 

月 

５ 

月 

６ 

月 

７ 

月 

８ 

月 

９ 

月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 

１ 

月 

２ 

月 

３ 

月 

利用実績  ○ ○ ○    ○ ○ ○ ○  

算定可否 × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

前年度 
４ 

月 

５ 

月 

６ 

月 

７ 

月 

８ 

月 

９ 

月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 

１ 

月 

２ 

月 

３ 

月 

利用実績             
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算定可否 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

 

退居時相談援助加算（介護予防含む、短期利用型は無し）【地域密着型報酬告示 5 ホ注】 

利用期間が 1 月を超える利用者が退居し、その居宅において居宅サービス又は地域密着

型サービスを利用する場合において、当該利用者の退居時に当該利用者及びその家族等に

対して退居後の居宅サービス、地域密着型サービスその他の保健医療サービス又は福祉サ

ービスについて相談援助を行い、かつ、当該利用者の同意を得て、退居の日から 2週間以内

に当該利用者の退居後の居宅地を管轄する市町村及び老人介護支援センター又は地域包括

支援センターに対して、当該利用者の介護状況を示す文書を添えて当該利用者に係る居宅

サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供した場合に、利用者１人につき 1 回

を限度として 400単位を算定する。 

 

留意事項【留意事項通知 6⑽】 

① 退居時相談援助内容は、次のようなものであること。 

ａ 食事、入浴、健康管理等在宅における生活に関する相談援助 

ｂ 退居する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種

訓練等に関する相談援助 

ｃ 家屋の改善に関する相談援助 

ｄ 退居する者の介助方法に関する相談援助 

② 退居時相談援助加算は、次の場合には、算定できないものであること。 

ａ 退居して病院又は診療所へ入院する場合 

ｂ 退居して他の介護保険施設への入院若しくは入所又は認知症対応型共同生活介護、

地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、特定施設入居者生活介護又は地域密着

型特定施設入居者生活介護の利用を開始する場合 

ｃ 死亡退居の場合 

③ 退居時相談援助は、介護支援専門員である計画作成担当者、介護職員等が協力して行う

こと。 

④ 退去時相談援助は、退居者及びその家族等のいずれにも行うこと。 

⑤ 退居時相談援助を行った場合は、相談援助を行った日付及び相談援助の内容の要点に

関する記録を行うこと。 

 

介護保険Ｑ＆Ａ（平成 21年 3月 23日） 

（問 117）退居時相談支援加算は、グループホームのショートステイ利用者は対象となるか。 

（答）本加算制度はグループホームを退居後の居宅サービスの利用等について相談を行っ

たことを評価するものである。ショートステイ等既に居宅サービスを利用している者の相

談援助は居宅サービスのケアマネジャー等が行うものであるため、当該加算の対象とはな

らない。 

 

認知症専門ケア加算（介護予防含む、短期利用型は無し）【地域密着型報酬告示 5 へ注】 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定認知

症対応型共同生活介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケア

を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算す

る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他

の加算は算定しない。 

認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位 
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認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位 

 

厚生労働大臣が定める基準【大臣基準告示・三の二】 

イ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 次のいずれにも適合すること。 

⑴ 事業所における利用者の総数のうち、「日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ、又はＭに該当

する利用者」（以下「対象者」）の占める割合が 2分の 1以上であること。 

⑵ 「認知症介護実践リーダー研修、認知症看護に係る適切な研修」を修了している者を、

対象者の数が 20 人未満である場合にあっては 1 以上、当該対象者の数が 20 人以上である

場合にあっては 1 に当該対象者の数が 19 を超えて 10 又はその端数を増すごとに 1 を加え

て得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。 

⑶ 当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係

る会議を定期的に開催していること 

ロ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 次のいずれにも適合すること。 

⑴ イの基準のいずれにも適合すること。 

⑵ 「認知症介護指導者養成研修、認知症介護に係る適切な研修」を修了している者を 1名 

以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施していること。 

⑶ 当該事業所における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、

当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。 

 

留意事項【留意事項通知 6⑾】 

 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は、テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとする。なお、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・

介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療

情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守していること。 

 

【日常生活自立度の決定方法】 

⑴ 医師の判定結果又は主治医意見書を用いる 

⑵ 複数の医師の判定結果がある場合は、最も新しいものを用いる 

⑶ 医師の判定がない場合は、認定調査票の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を

用いる 

※ 医師の判定結果は、判定した医師名、判定日とともに、認知症対応型共同生活介護計画

に記載すること。 

 

介護保険Ｑ＆Ａ（令和 3年 3月 29日） 

（問 29）認知症専門ケア加算の算定要件について、「認知症介護に係る専門的な研修」や「認

知症介護の指導に係る専門的な研修」のうち、認知症看護に係る適切な研修とは、どのよう

なものがあるか。 

（答）現時点では、以下のいずれかの研修である。 

 ① 日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修 

 ② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看 

護師教育課程 

 ③ 日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」 

 ただし、③については認定証が発行されている者に限る。 

 

介護保険Ｑ＆Ａ（令和 3年 3月 29日） 
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（問 31）認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え

方如何。常勤要件等はあるか。 

（答）専門的な研修を修了した者の配置については、常勤等の条件は無いが、認知症チーム

ケアや認知症介護に関する研修の実施など、本加算制度の要件を満たすためには事業所内

での業務を実施する必要があることから、加算対象事業所の職員であることが必要である。

なお、本加算制度の対象となる事業所は、専門的な研修を修了した者の勤務する主たる事業

所１か所のみである。 

 

介護保険Ｑ＆Ａ（令和 3年 3月 29日） 

（問 32）認知症専門ケア加算（Ⅱ）の認知症介護指導者は、研修修了者であれば管理者で

もかまわないか。 

（答）認知症介護指導者研修修了者であり、適切に事業所全体の認知症ケアの実施等を行っ

ている場合であれば、その者の職務や資格等については問わない。 

 

介護保険Ｑ＆Ａ（令和 3年 3月 29日） 

（問 33）認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者

と同等の能力を有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した者につ

いて、認知症専門ケア加算における認知症介護実践リーダー研修修了者としてみなすこと

はできないか。 

（答）認知症介護指導者養成研修については認知症介護実践研修（認知症介護実践者研修及

び認知症介護実践リーダー研修）の企画・立案に参加し、又は講師として従事することが予

定されている者であることがその受講要件にあり、平成 20年度までに行われたカリキュラ

ムにおいては認知症介護実践リーダー研修の内容が全て含まれていたこと等の経過を踏ま

え、認知症介護実践リーダー研修が未受講であっても当該研修を修了したものとみなすこ

ととする。 

従って、加算対象となる者が 20 名未満の場合にあっては、平成 20 年度以前の認知症介

護指導者養成研修を修了した者（認知症介護実践リーダー研修の未受講者）1 名の配置で

認知症専門ケア加算Ⅱを算定できることとなる。 

 

介護保険Ｑ＆Ａ（令和 3年 3月 29日） 

（問 34）例えば、平成 18年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会等が実

施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相

当として認められるか。 

（答）本加算制度の対象となる認知症介護実践リーダー研修については、自治体が実施又は

指定する研修としており、研修カリキュラム、講師等を審査し、適当と判断された場合には

認められる。 

 

介護保険Ｑ＆Ａ（令和 3年 3月 29日） 

（問 35）認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」（平

成 12 年 9月 5 日老発第 623 号）及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」（平成 12

年 10月 25日老計第 43号）において規定する専門課程を修了した者も含むのか。 

（答）含むものとする。 

 

介護保険Ｑ＆Ａ（平成 21年 3月 23日） 

（問 114）認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者の割合の算定方法如何。 
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（答）届出日の属する月の前 3か月の各月末時点の入所者又は利用者数の平均で算定。 

 

介護保険Ｑ＆Ａ（平成 21年 4月 17日） 

（問 39）「認知症高齢者の日常生活自立度」を基準とした加算について、医師が判定した

場合、その情報は必ず文書で提供する必要があるのか。 

（答）医師が判定した場合の情報提供の方法については特に定めず、必ずしも診断書や文書

による診療情報提供を義務づけるものではない。 

 

介護保険Ｑ＆Ａ（平成 21年 4月 17日） 

（問 41）グループホームのショートステイ利用者についても認知症専門ケア加算の算定要

件に含めることが可能か。 

（答）短期利用共同生活介護及び介護予防短期利用共同生活介護を受ける利用者は当該加

算の算定要件に含めず、本加算の対象からも除くものとする。 

 

生活機能向上連携加算（介護予防含む）【地域密着型報酬告示 5 ト注】 

生活機能向上連携加算（Ⅰ） 100単位 

生活機能向上連携加算（Ⅱ） 200単位 

生活機能向上連携加算（Ⅰ）について、計画作成担当者が、指定訪問リハビリテーション

事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療

提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上

を目的とした認知症対応型共同生活介護計画を作成し、当該認知症対応型共同生活介護計

画に基づく指定認知症対応型共同生活介護を行ったときは、初回の当該指定認知症対応型

共同生活介護が行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。 

生活機能向上連携加算（Ⅱ）について、利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事

業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提

供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定認知症対応型共同生活介護事

業所を訪問した際に、計画作成担当者が当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした認知症

対応型共同生活介護計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は

言語聴覚士と連携し、当該認知症対応型共同生活介護計画に基づく指定認知症対応型共同

生活介護を行ったときは、初回の当該指定認知症対応型共同生活介護が行われた日の属す

る月以降 3月の間、1月につき所定単位数を加算する。ただし、生活機能向上連携加算（Ⅰ）

を算定している場合には算定しない。 

 

留意事項【留意事項通知 6⑿】 

① 生活機能向上連携加算（Ⅱ）について 

イ 「生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画」とは、利用者の日

常生活において介助等を必要とする行為について、単に介護従業者が介助等を行うのみ

ならず、利用者本人が日々の暮らしの中で当該行為を可能な限り自立して行うことがで

きるよう、その有する能力及び改善可能性に応じた具体的目標を定めた上で、介護従業

者が提供する介護の内容を定めたものでなければならない。 

ロ イの認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーシ

ョン事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施して

いる医療提供施設（病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を

中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。）の理学療法
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士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下この⑿において「理学療法士等」とい

う。）が認知症対応型共同生活介護事業所を訪問した際に、当該利用者のＡＤＬ（寝

返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃

除、買物、金銭管理、服薬状況等）に関する利用者の状況につき、理学療法士等と計

画作成担当者が共同して、現在の状況及びその改善可能性の評価（以下「生活機能ア

セスメント」という。）を行うものとする。 

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬に

おける疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護

老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院である。 

ハ イの認知症対応型共同生活介護計画には、生活機能アセスメントの結果のほか、次

に掲げるその他の日々の暮らしの中で必要な機能の向上に資する内容を記載しなけれ

ばならない。 

a 利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうとする行為の内容 

b 生活機能アセスメントの結果に基づき、aの内容について定めた3月を目途とする

達成目標 

c bの目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標 

d b及びcの目標を達成するために介護従業者が行う介助等の内容 

ニ ハのb及びcの達成目標については、利用者の意向も踏まえ策定するとともに、利用

者自身がその達成度合い客観視でき、当該利用者の意欲の向上につながるよう、例え

ば当該目標に係る生活行為の回数や当該生活行為を行うために必要となる基本的な動

作（立位又は座位の保持等）の時間数といった数値を用いる等、可能な限り具体的か

つ客観的な指標を用いて設定すること。 

ホ 本加算はロの評価に基づき、イの認知症対応型共同生活介護計画に基づき提供され

た初回の介護の提供日が属する月を含む3月を限度として算定されるものであり、3月

を超えて本加算を算定しようとする場合は、再度ロの評価に基づき認知症対応型共同

生活介護計画を見直す必要があること。 

へ 本加算を算定する期間中は、各月における目標の達成度合いにつき、利用者及び理

学療法士等に報告し、必要に応じて利用者の意向を確認し、当該理学療法士等から必

要な助言を得た上で、利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況及びハのbの達成目標

を踏まえた適切な対応を行うこと。 

⑵ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）について 

 イ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）については、①ロ、ホ及びへを除き①を適用する。本

加算は、理学療法士等が認知症対応型共同生活介護事業所を訪問せずにＡＤＬ及びＩ

ＡＤＬに関する利用者の状況について適切に把握した上で計画作成担当者に助言を行

い、計画作成担当者が助言に基づき①イの認知症対応型共同生活介護計画を作成（変

更）するとともに、計画作成から3月経過後、目標の達成度合いにつき、利用者及び

理学療法士等に報告することを定期的に実施することを評価するものである。 

  a ①イの認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、理学療法士等は、当

該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する状況について、指定訪問リハビリテーショ

ン事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施して

いる医療提供施設の場において把握し、又は指定認知症対応型共同生活介護事業所

の計画作成担当者と連携してＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いて把握した

上で、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の計画作成担当者に助言を行うこ

と。なお、ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いる場合においては、理学療法

士等がＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適切に把握することがで
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きるよう、理学療法士等と計画作成担当者で事前に方法等を調整するものとする。 

  b 当該認知症対応型共同生活介護事業所の計画作成担当者は、aの助言に基づき、生

活機能アセスメントを行った上で、①イの認知症対応型共同生活介護計画の作成を

行うこと。なお、①イの認知症対応型共同生活介護計画には、aの助言の内容を記

載すること。 

  c 本加算は、①イの認知症対応型共同生活介護計画に基づき指定認知症対応型共同

生活介護を提供した初回の月に限り、算定されるものである。なお、aの助言に基

づき認知症対応型共同生活介護計画を見直した場合には、本加算を算定することは

可能であるが、利用者の急性増悪等により認知症対応型共同生活介護計画を見直し

た場合を除き、①イの認知症対応型共同生活介護計画に基づき指定認知症対応型共

同生活介護を提供した翌月及び翌々月は本加算を算定しない。 

  d 3月経過後、目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告すること。

なお、再度aの助言に基づき認知症対応型共同生活介護計画を見直した場合には、

本加算の算定が可能である。 

 

介護保険Ｑ＆Ａ（平成30年3月23日） 

（問113）指定認知症対応型通所介護事業所は、生活機能向上連携加算に係る業務につい

て指定訪問リハビリテーション事業所又は指定通所リハビリテーション事業所若しくは医

療提供施設と委託契約を締結し、業務に必要な費用を指定訪問リハビリテーション事業所

等に支払うことになると考えてよいか。 

（答）貴見のとおりである。なお、委託料についてはそれぞれの合議により適切に設定す

る必要がある。 

 

介護保険Ｑ＆Ａ（平成30年3月23日） 

（問114）生活機能向上連携加算は、同一法人の指定訪問リハビリテーション事業所若し

くは指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供

施設（原則として許可病床数200床未満のものに限る。）と連携する場合も算定できると

考えてよいか。 

（答）貴見のとおりである。なお、提携先について、地域包括ケアシステムの推進に向け

た在宅医療の主たる担い手として想定されている200床未満の医療提供施設に原則として

限っている趣旨や、リハビリテーション専門職（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士）

の有効活用、地域との連携の促進の観点から、別法人からの連携の求めがあった場合に

は、積極的に応じるべきである。 

 

栄養管理体制加算（介護予防含む）【地域密着型報酬告示 5 チ注】 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定認知症対応型共同生活介護事業所におい

て、管理栄養士（当該事業所の従業者以外の管理栄養士を含む。）が、従業者に対する栄

養ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に、1月につき30単位を加算

する。 

 

厚生労働大臣が定める基準【大臣基準告示・五十八の五】 

 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

留意事項【留意事項通知 6⒀】 

① 栄養管理体制加算の算定に係る管理栄養士は、外部（他の介護事業所（栄養管理体制
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加算の対象事業所に限る。）、医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の

算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養

士を1名以上配置しているものに限る。）又は公益社団法人日本栄養士会若しくは都道

府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」）との連携により体制を

確保した場合も、算定できる。 

② 「栄養ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該事業所における利用者の低栄養状

態の評価方法、栄養ケアに関する課題（食事中の傾眠、拒食、徘徊・多動等）への対応

方法、食形態の調整及び調理方法その他当該事業所において日常的な栄養ケアの実施に

あたり必要と思われる事項のうち、いずれかに係る技術的助言及び指導のことをいうも

のであって、利用者ごとの栄養ケア・マネジメントをいうものではない。 

③ 「栄養ケアに係る技術的助言及び指導」を行うにあたって、以下の事項を記録するこ

と。 

 イ 当該事業所において利用者の栄養ケアを推進するための課題 

 ロ 当該事業所における目標 

 ハ 具体的方策 

 ニ 留意事項 

 ホ その他必要と思われる事項 

 

口腔衛生管理体制加算（介護予防含む）【地域密着型報酬告示 5 リ注】 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定認知症対応型共同生活介護事業所におい

て、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係

る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に、1月につき30単位を加算する。 

 

厚生労働大臣が定める基準【大臣基準告示・六十八】 

イ 事業所において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指

導に基づき、利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されていること。 

ロ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

留意事項【留意事項通知 6⒁】 

① 「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該事業所における利用者の口腔内状

態の評価方法、適切な口腔ケアの手技、口腔ケアに必要な物品整備の留意点、口腔ケア

に伴うリスク管理、その他当該事業所において日常的な口腔ケアの実施にあたり必要と

思われる事項のうち、いずれかに係る技術的助言及び指導のことをいうものであって、

個々の利用者の口腔ケア計画をいうものではない。 

  また、「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」は、テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。なお、テレビ電話装置等を活用に当たっては、個人情報保護

委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのための

ガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を

遵守すること。 

② 「利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」には、以下の事項を記載すること。 

イ 当該事業所において利用者の口腔ケアを推進するための課題 

ロ 当該事業所における目標 

ハ 具体的方策 

ニ 留意事項 

ホ 当該事業所と歯科医療機関との連携の状況 
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へ 歯科医師からの指示内容の要点（当該計画の作成にあたっての技術的助言・指導を

歯科衛生士が行った場合に限る。） 

ト その他必要と思われる事項 

③ 医療保険において歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月

であっても口腔衛生管理体制加算を算定できるが、介護職員に対する口腔ケアに係る技

術的助言及び指導又は利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画に関する技術的助言

及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時

間帯に行うこと。 

 

介護保険Ｑ＆Ａ（令和3年3月26日） 

（問80）口腔衛生の管理体制に関する管理計画の立案は、歯科医師又は歯科医師の指示を

受けた歯科衛生士による技術的助言及び指導に基づき行われるが、技術的助言及び指導を

行う歯科医師は、協力歯科医療機関の歯科医師でなければならないのか。 

（答）協力歯科医療機関の歯科医師に関わらず、当該施設の口腔衛生の管理体制を把握し

ている歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士を想定している。 

 

介護保険Ｑ＆Ａ（令和3年3月26日） 

（問83）口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や月の

途中から入所した場合にはどのように取り扱えばよいのか。 

（答）入院・外泊中の期間は除き、当該月において1日でも当該施設に在所した入所者に

ついて算定できる。 

 

介護保険Ｑ＆Ａ（平成30年3月23日） 

（問116）口腔衛生管理体制加算について、「歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施

時間以外の時間帯に行うこと」とあるが、歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料を算定

した日と同一日であっても、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導を行っていない異なる時

刻であれば、「実施時間以外の時間帯」に該当すると考えてよいか。 

（答）貴見のとおりである。 

 

口腔・栄養スクリーニング加算（介護予防含む）【地域密着型報酬告示 5 ヌ注】 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定認知症対応型共同生活介護事業所の従業

者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング及び栄

養状態のスクリーニングを行った場合に、1回につき20単位を加算する。ただし、当該利

用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合

にあっては算定しない。 

 

厚生労働大臣が定める基準【大臣基準告示・四十二の六】 

次のいずれにも適合すること。 

イ 利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該

利用者の口腔の健康状態に関する情報（当該利用者の口腔の健康状態が低下しているお

それのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する

介護支援専門員に提供していること。 

ロ 利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者

の栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改

善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供しているこ
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と。 

ハ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

留意事項【留意事項通知 6⒂】 

① 口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリーニング（以下

「口腔スクリーニング」という。）及び栄養状態のスクリーニング（以下「栄養スクリ

ーニング」という。）は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われ

ることに留意すること。 

② 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者について、

それぞれ次に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供するこ

と。 

イ 口腔スクリーニング 

a 硬いものを避け、柔らかいものを中心に食べる者 

b 入れ歯を使っている者 

c むせやすい者 

ロ 栄養スクリーニング 

a ＢＭＩが18.5未満であるもの。 

b 1～6月間で3％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施につい

て」（平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知）に規定する基本

チェックリストのNo.11の項目（6カ月間で2～3㎏以上の体重減少がありましたか）

が「1.はい」に該当する者 

c 血清アルブミン値が3.5ｇ／ｄｌ以下である者 

d 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

 

科学的介護推進体制加算【地域密着型報酬告示 3 ル注】 

 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出た事業所が、利

用者に対し指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、1月につき40単位を所定単位

数に加算する。 

⑴ 利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の

状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。 

⑵ 必要に応じて認知症対応型共同生活介護計画を見直すなど、指定認知症対応型共同生

活介護の提供に当たって、⑴に規定する情報その他指定認知症対応型共同生活介護を適

切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。 

 

留意事項【留意事項通知 6⒃】 

① 科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、利用者ごとにル注

に掲げる要件を満たした場合に、当該事業所の利用者全員に対して算定できるものであ

ること。 

② 情報の提出については、LIFEを用いて行うこととする。LIFEへの提出情報、提出頻度

等については、「科学的介護情報システム（LIFE）関連加算に関する基本的考え方並び

に事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

③ 事業所は、利用者に提供するサービスの質を常に向上させていくため、計画（Plan）、

実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）のサイクル（PDCAサイクル）により、質の

高いサービスを実施する体制を構築するとともに、その更なる向上に努めることが重要で

あり、具体的には、次のような一連の取組が求められる。したがって、情報を厚生労働省
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に提出するだけでは、本加算の算定対象とはならない。 

 イ 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するた

めのサービス計画を作成する（Plan）。 

 ロ サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づいて、利用者の自立支援や重度

化防止に資する介護を実施する（Do）。 

 ハ LIFEへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、事業所

の特性やサービス提供の在り方について検証を行う（Check）。 

 ニ 検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体として、サ

ービスの質の更なる向上に努める（Action）。 

④ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に

資するため、適宜活用されるものである。 

 

サービス提供体制強化加算（介護予防含む）【地域密着型報酬告示 5 ヲ注】 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定認知

症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場

合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算

定しない。 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22単位 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 18単位 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  6単位 

 

厚生労働大臣が定める基準【大臣基準告示・五十九】 

イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次のいずれにも適合すること。 

⑴ 次のいずれかに適合すること。 

㈠ 指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占め

る割合が100分の70以上であること。 

㈡ 指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数10年以上

の介護福祉士の占める割合が100分の25以上であること。 

⑵ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

ロ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 次のいずれにも適合すること。 

⑴ 指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める

割合が100分の60以上であること。 

⑵ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

ハ サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 次のいずれにも適合すること。 

⑴ 次のいずれかに適合すること。 

 ㈠ 指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占め

る割合が100分の50以上であること。 

 ㈡ 指定認知症対応型共同生活介護事業所の看護職員・介護職員の総数のうち、常勤職

員の占める割合が100分の75以上であること。 

 ㈢ 指定認知症対応型共同生活介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年

数7年以上の者の占める割合が100分の30以上であること。 

⑵ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

留意事項【留意事項通知 4⒄】 
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① サービス提供体制強化加算について 

 ⑴ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（3月を除

く。）の平均を用いることとする。ただし、前年度の実績が6月に満たない事業所（新

たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）については、届出日の属する月の

前3月について、常勤換算方法により算出した平均を用いることとする。したがって、

新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、4月目以降届出が可能となるも

のであること。なお、介護福祉士〔中略〕については、各月の前月の末日時点で資格

を取得している者とすること。 

⑵ 前号ただし書きの場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近3月間の職

員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割

合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ち

に届出を提出しなければならない。 

⑶ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。 

⑷ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え、同一法人等の

経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者

に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。 

② 同一の事業所において介護予防認知症対応型共同生活介護を一体的に行っている場合に

おいては、本加算の計算も一体的に行うこととする。 

③ 認知症対応型共同生活介護の職員に係る常勤換算にあっては、利用者への介護業務（計

画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが、請求事務等介護に関わらない業

務を除く。）に従事している時間を用いても差し支えない。 

④ 認知症対応型共同生活介護を利用者に直接提供する職員とは、介護従業者として勤務を

行う職員を指すものとする。 

 

介護保険Ｑ＆Ａ（令和 3年 3月 26日） 

（問 126）「10年以上介護福祉士が 30％」という最上位区分の要件について、勤続年数は

どのように計算するのか。 

（答）サービス提供体制強化加算における、勤続 10年以上の介護福祉士の割合に係る要

件については、 

一 介護福祉士の資格を有する者であって、同一法人等での勤続年数が 10年以上の者の

割合を要件としたものであり、 

一 介護福祉士の資格を取得してから 10年以上経過していることを求めるものではない

こと。 

「同一法人等での勤続年数」の考え方について、 

一 同一法人等（※）における異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる雇用形態、

職種（直接処遇を行う職種に限る。）における勤続年数 

一 事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員

に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合の勤続年

数 

は通算することができる。 

（※）同一法人のほか、法人の代表者等が同一で、採用や人事異動、研修が一体として行

われる等、職員の労働管理を複数法人で一体的に行っている場合も含まれる 

なお、介護職員等特定処遇改善加算において、当該事業所における経験・技能のある介護

職員の「勤続年数 10 年の考え方」とは異なることに留意すること。 
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介護保険Ｑ＆Ａ（平成 21年 3月 23日） 

（問 2）特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算における介護福祉士又は介護職員基

礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得して

いる者とされているが、その具体的取扱いについて示されたい。 

（答）要件における介護福祉士等の取扱いについては、登録又は修了証明書の交付まで求め

るものではなく、例えば介護福祉士については、平成 21 年 3 月 31 日に介護福祉士国家試

験の合格又は養成校の卒業を確認し、翌月以降に登録をした者については、平成 21年 4月

において介護福祉士として含めることができる。また、研修については、全カリキュラムを

修了していれば、修了証明書の交付を待たずに研修修了者として含めることが可能である。 

なお、この場合において、事業者は当該資格取得等見込み者の、試験合格等の事実を試験

センターのホームページ等で受験票と突合する等して確認し、当該職員に対し速やかな登

録等を促すとともに、登録又は修了の事実を確認するべきものであること。 

 

介護保険Ｑ＆Ａ（平成 21年 3月 23日） 

（問 6）産休や病欠している期間は含めないと考えるのか。 

（答）産休や介護休業、育児休業期間中は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含

めることができる。 

 

介護保険Ｑ＆Ａ（平成 21年 3月 23日） 

（問 10）「届出日の属する月の前三か月について、常勤換算方法により算出した平均を用い

る」こととされている平成 21 年度の 1 年間及び平成 22 年度以降の前年度の実績が 6 か月

に満たない事業所について、体制届出後に、算定要件を下回った場合はどう取扱うか。 

（答）サービス提供体制強化加算に係る体制の届出に当たっては、老企第 36号などにおい

て以下のように規定されているところであり、これに従った取扱いとされたい。 

「事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定

されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出させることとする。なお、この

場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないもの

とする。」 

具体的には、平成 21 年 4 月に算定するためには、平成 20 年 12 月から平成 21 年 2 月ま

での実績に基づいて 3月に届出を行うが、その後平成 21年 1月から 3月までの実績が基準

を下回っていた場合は、その事実が発生した日から加算の算定は行わないこととなるため、

平成 21年 4月分の算定はできない取扱いとなる。 

 

介護職員処遇改善加算（介護予防、短期利用含む） 【地域密着型報酬告示 3 ワ注】 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施している

ものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、

指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和 6年

3月 31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいず

れかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 介護報酬総単位数の 1000分の 111に相当する単位数 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 介護報酬総単位数の 1000分の 81に相当する単位数 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 介護報酬総単位数の 1000分の 45に相当する単位数 
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介護職員等特定処遇改善加算【地域密着型報酬告示 3 カ注】 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施してい

るものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対

し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に

掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定してい

る場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）介護報酬総単位数の 1000分の 31に相当する単位数 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）介護報酬総単位数の 1000分の 23に相当する単位数 

 

介護職員等ベースアップ等支援加算【地域密着型報酬告示 5 ヨ注】 

 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施している

ものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、

指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、介護報酬総単位数の1000分の23に相当す

る単位数を所定単位数に加算する。 

 

 

Ⅲ．その他 

住所地特例対象者の地域密着型サービスの利用について 

住所地特例の対象者は保険者が転居前の市町村であることから、転居後の市町村が提供

する地域密着型サービスを利用することはできませんでした。 

これについて、転居後の現在住んでいる市町村で各種サービスの提供を保障できるこ

とが地域包括ケアの観点から望ましいことをふまえ、住所地特例の対象者に対し、住所

地の市町村の指定をうけた次の地域密着型サービスを利用できるよう改正されました。 

 

【対象となる特定地域密着型サービス】 

⑴ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、⑵ 夜間対応型訪問介護、⑶ 地域密着型

通所介護、⑷ 認知症対応型通所介護、⑸ 小規模多機能型居宅介護、⑹ 看護小規模

多機能型居宅介護の 6つで特定地域密着型サービスといいます。(法 8条第 14項) 

また、介護予防地域密着型サービスは、⑴ 介護予防認知症対応型通所介護、⑵ 介

護予防小規模多機能型居宅介護の 2つで特定地域密着型介護予防サービスといいます。

(法 8条の 2第 12項) 

 

【住所地特例とは】 

介護保険の被保険者が、他保険者の市区町村にある住所地特例対象施設に入所し、施

設所在地に住民票を移された場合であっても、前保険者の被保険者のままであるという

制度（介護保険法第 13条による） 

・ 介護保険においては、地域保険の考え方から、住民票のある市町村が保険者となる

のが原則 

・ その原則のみだと、介護保険施設等の所在する市町村の給付費の負担が過度に重く

なることから、施設等の整備が円滑に進まないおそれがある。 

・ このため、特例として、施設に入所する場合には、住民票を移しても、移す前の市

町村が引き続き保険者となる仕組み（住所地特例）を設けている。 

 

事故発生時の報告について 

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」及び「指定地域
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密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サー

ビスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」に基づき、利用者または

入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに鳥栖地区広域市

町村圏組合へ報告してください。 

 

報告の対象 

介護サービス提供中に発生した事故（送迎、通院等の間も含まれます。）のうち、下記

「報告の範囲」に含まれるものについて報告してください。なお、事業者の過失の有無は

問いません。 

 

報告の範囲 

 ⑴利用者のケガについて 

  転倒等に伴う利用者のケガの程度が、病院、診療所等の受診や入院加療になった場合

報告してください。ただし、ケガ等はないが慎重を期すため受診したが、特に異常が

なかった場合はこの限りではありません。 

 ⑵誤嚥について 

  食事が喉に詰まる等により利用者を病院、診療所等へ搬送した場合報告してくださ

い。 

 ⑶誤薬について 

  他人の薬を誤って服薬した、飲むべき薬を飲まなかった、薬の処方量を誤って服薬し

てしまった等について、服薬後の利用者の影響の有無に関わらず全て報告してくださ

い。 

 ⑷食中毒、感染症及び結核について 

  サービス提供に関連して発生したと認められる場合に報告してください。感染症の場

合で、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定めるものの

うち、１・２・３及び４類に該当する場合も報告してください。（インフルエンザ等

が施設または事業所内にまん延する等の状態となった場合も含みます。） 

 ※関連する法に定める届出義務があるものは、これに従ってください。 

⑸従業者の違法行為、不祥事の発生について 

 利用者からの預り金の横領など利用者の処遇に影響があるものは報告してください。 

⑹その他 

  事業者が報告の必要性を判断した場合も報告してください。また、利用者が病気等で

死亡した場合でも、死因等に疑義が生じる可能性のある時は報告してください。 

 

厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順 

※コロナウイルス感染症はここに含まれます。 

（平成 18年 3月 31日厚生労働省告示第 268号） 

養護老人ホーム等（注：地域密着型サービス事業所等を含みます）の管理者等は、イ

からハまでに掲げる場合には、有症者等の人数、症状、対応状況等を市町村又は保健所

に迅速に報告するとともに、市町村又は保健所からの指示を求めることその他の必要な

措置を講じなければならないこと。 

イ 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤な

患者が１週間内に 2名以上発生した場合 

ロ 同一の有症者等が 10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合 

ハ イ及びロに掲げる場合のほか、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、
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特に管理者等が報告を必要と認めた場合 

 

過去の運営指導等において指摘が多い事項について 

【基準関係】 

・ 管理者が他の業務を兼務しており、管理者として専従できる時間が少なく、管理業務に

支障をきたしている。 

・ 運営規程、重要事項説明書、契約書、事業所パンフレット等の内容に不備がある。 

・ 重要事項説明書において内容に変更があった際の入居者からの同意が得られていない。 

・ 入居者の被保険者証に、入退去日及び事業所名が記載されていない。 

・ 外部研修の参加が少ない。又、研修参加後の復命や記録が不十分である。 

★ やむを得ず身体拘束を行う場合のマニュアル及び記録の整備ができていない。 

★ 身体拘束解除に向けた定期的な会議が開催されていない。 

★ 高齢者虐待防止、身体拘束廃止に関する研修等の取組が不十分である。又、高齢者虐待

発見時の連絡体制が整備されていない。 

・ 職員に対する秘密保持等について必要な措置が講じられていない。 

・ 夜勤を行う職員について半年ごとに健康診断が行われていない。 

・ 消火訓練及び避難訓練が、年 2回以上行われていない。夜間を想定した訓練が行われて

いない。訓練の際に、消防関係者や地域住民の参加がない。 

・ 苦情処理、事故発生時の対応が整備されていない。従業員が把握していない。 

・ 事故があった場合の事故報告書が提出されていない。 

・ 利用者の手の届く場所（低い棚、足元等）に洗剤、薬品等が置かれている。 

（認知症対応型共同生活介護計画） 

・ 計画作成担当者としての勤務時間が十分でなく、適切な介護計画が作成されていない。 

・ 一連のケアマネジメントプロセスが実行されていない。 

・ 入居に際し、十分なアセスメントが行われないままに介護計画が作成されている。 

・ アセスメントにおいて、基本情報である本人の健康情報、生活歴、習慣、趣味、特技等

の把握が不足している。課題分析のための情報が足りない。 

・ アセスメントが、情報収集だけで終わっており、分析の過程がない。 

・ 介護計画の内容が画一的で個別性がなく、漠然としている。具体的でない。 

・ 再アセスメントによる介護計画の見直しが行われていない。 

・ サービス提供記録はとられているが、介護計画におけるニーズ、目標、サービスの内容

等を意識した記録となるよう努めていない。 

・ 居宅療養管理指導を位置付けているがプランに反映されていない。また、通院可能な利

用者に対し、居宅療養管理指導を位置付けている。 

 

※過誤や減算になった事業所には別途当該手続きが必要になりますので協議を行います。 

 

【報酬関係】 

・ 各種加算について、算定要件を満たさずに加算を算定している。 

・ 医療連携体制加算を算定しているが、重度化及び看取りの指針を作成していない。正

看護師による記録が不十分である。 

 

入居状況の報告について 

グループホームの入居状況は、組合ホームページに掲載するため、月末の状況を翌月 5

日までに報告をお願いします。 
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また、入居者情報報告書の様式が変更しております。新しい様式については当組合ホー

ムページより取得してください。 

 

 

地域密着型サービス事業所の指定等に付す条件について 

平成 28 年 12 月 2 日 鳥広介第 820 号 

1 認知症対応型共同生活介護及び小規模多機能型居宅介護 

① 鳥栖地区広域市町村圏組合（以下、「本組合」という。）以外の被保険者から利用希                

望の相談等があった場合は、本組合介護保険課に対し、事前に連絡・相談等を行うこ

と。 

② 本組合以外の被保険者から利用希望の相談等があった場合は、当該保険者の住所地

の保険者から指定を受けること。 

③ 利用者は原則として本組合の区域内に住民登録し、12 ヶ月以上経過している被保険

者とすること。 

④ ③の要件を満たさない者から利用の申し込みがあったときは、本組合と協議するこ

ととし、協議の結果、本組合の同意があった場合に限り、利用の申し込みを承諾する

こと。 

⑤ 被保険者の配偶者又は一親等の親族（親又は子）が本組合管内に 1 年以上居住して

いる場合は、④の協議対象とする。 

 

2 地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

① 鳥栖地区広域市町村圏組合（以下、「本組合」という。）以外の被保険者から利用希

望の相談等があった場合は、本組合介護保険課に対し、事前に連絡・相談等を行うこ

と。 

② 本組合以外の被保険者から利用希望の相談等があった場合は、当該保険者の住所地

の保険者から指定を受けること。 

 

 

各種マニュアル・手引き等（厚生労働省発行） 

 

ハラスメント関係対策 

介護現場におけるハラスメント対策 (mhlw.go.jp) 

・000947524.pdf (mhlw.go.jp) 

介護現場におけるハラスメント対策マニュアル［PDF形式：4,506KB］ 

・000947394.pdf (mhlw.go.jp) 

管理者向け研修のための手引き PDF[3,230KB] 

・000947395.pdf (mhlw.go.jp) 

職員向け研修のための手引き PDF[2,248KB] 

 

感染症対策 

介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ｜厚生労働省 (mhlw.go.jp) 

・001048000.pdf (mhlw.go.jp) 

（令和５年１月 31日）介護現場における感染対策の手引き（第２版）［PDF形式：11.8MB］ 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12305000/000947524.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12305000/000947394.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12305000/000947395.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001048000.pdf
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虐待の防止 

高齢者虐待防止 ｜厚生労働省 (mhlw.go.jp) 

・001092086.pdf (mhlw.go.jp) 

市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について（令和５年３月改訂） 

 

業務継続計画（ＢＣＰ） 

介護施設・事業所における業務継続計画（ＢＣＰ）作成支援に関する研修資料・動画｜厚

生労働省 (mhlw.go.jp) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/boushi/index.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001092086.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html

